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〈まえがき〉 

 
このマニュアルは、研究者等が独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（略称：ＮＥＤＯ、以

下「ＮＥＤＯ」）の産業技術研究助成事業（以下「助成事業」）による助成金の交付を受けて研究開発を行う

際に適用される産業技術研究助成事業費助成金交付規程（以下「交付規程」）に定められた条件、手続き等に

ついて、助成事業の採択から完了までの時間的な流れに沿って、助成金交付申請、助成金概算払請求、計画

変更承認申請・届出・通知、実績報告、研究成果の発表届出・報告、研究活動の中間・事後評価等における

要点と提出書類の作成要領を示すことにより解説したものです。 
助成研究者、研究分担者、経理責任者、経理担当者等は、このマニュアルを精読の上、該当する事項が発

生した場合には参考にし、また、詳細について確認が必要な場合にはＮＥＤＯの担当者に問い合わせるなど

して、各手続きを適確かつ効率的に行ってください。 
なお、平成１９年度より助成金に係る経理責任を助成研究者の所属研究機関に課しています。助成研究者

等及び研究機関等は、助成事業の主旨を充分に理解し、交付規程第 10 条第 1 項第 1 号に定められたとおり、

助成金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって助成事業を遂行して

ください。 
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Ⅰ．産業技術研究助成事業における手続き【概略】 

 

１．手続き全体の流れ 

助成事業における手続き全体の流れは、下記の①公募～⑭間接経費執行状況報告のとおりです。 

また、助成金に係る経理責任を助成研究者の所属研究機関に課しているため、助成金の経理担当部門

及び研究機関は、間接経費の受入の可否にかかわらず、研究機関の規程等に則った助成金の適正な執行

のため、以下のような助成金の経理処理等に関する業務を行ってください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

助成研究者及び経理担当部門 

助成研究者の業務 
1．助成事業に係る包括的管理に関する業務 
2．助成金交付申請に関する業務 
3．助成金概算払請求に関する業務 
4．助成金の執行状況・実績の管理に関する業務 
5．実績報告に関する業務 
6．成果発表届出、研究成果報告に関する業務 
7．上記以外の助成事業に係る事項の承認申請、届出、通

知、報告等に関する業務 

経理担当部門の業務 
1．助成金の執行に伴う発注（契約）、検収、支払等に関

する業務 
2．助成金の執行状況・実績の管理に関する業務 
3．助成金の収支簿の作成に関する業務 
4．助成金の決算報告書の作成に関する業務 
5．助成金の指定振込口座の管理に関する業務 
6．助成金で取得した財産等の管理に関する業務 
7．助成金の執行に関するエビデンス（経理処理書類、関

係書類等）の整備及び助成事業完了翌年度以降 5 年間

の保存に関する業務 
8．助成金の執行に係るＮＥＤＯとの連絡に関する業務 
9．ＮＥＤＯによる助成金の執行状況実地調査、年度末中

間検査、確定検査等の対応に関する業務 

ＮＥＤＯ 

①公募 

③選考結果の通知 

⑤助成金交付決定通知 

⑦助成金概算払振込（指定口座) 

⑩助成金の額の確定通知 

②応募 

④助成金交付申請 

⑥助成金概算払請求（経理担当部門

経由) 

⑨実績報告（経理担当部門経由) 

⑪成果発表届出 

⑫研究成果報告 

研究機関 

⑧間接経費納付 
（間接経費受入の場合） 

⑬間接経費執行実績報告 
⑭間接経費執行状況報告 

研究機関の業務（間接経費受入の場合） 
1．間接経費の執行・管理に関する業務 
2．間接経費執行実績・状況報告に関する業務 
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２．各手続きの概要説明 

「Ⅰ．１．手続き全体の流れ」における①～⑭の手続きの概要は、以下のとおりです。 

※各手続きの詳細については、「Ⅱ．産業技術研究助成事業における手続き【詳細】」に拠ります。 
手続き 概   要 

①公募 ＮＥＤＯは、事業概要、応募要件、助成条件等助成対象事業の公募要領をホームページにて

提示し、助成事業を公募する。 

※助成条件には、助成金に係る経理責任を助成研究者の所属研究機関に課すことも含む。 

②応募 研究代表者は、様式第１の研究開発提案書に必要な資料を添付し、応募する。 

③選考結果の通

知 
ＮＥＤＯは、助成事業を採択し、助成金の予定（上限）額（直接経費及び直接経費の 30％
相当額の間接経費）、採択条件等を記入した選考結果の通知を研究代表者に送付する。 

④助成金交付申

請 
研究代表者は、様式第２の助成金交付申請書に添付資料１の研究開発実施計画書を添付し、

様式第２４の助成金振込口座指定依頼書、様式第２６の承諾書（助成研究者及び研究分担者

全員分）、確認書（助成研究者分のみ）とともにＮＥＤＯに提出する。 

⑤助成金交付決

定通知 
ＮＥＤＯは、助成金交付申請書を審査の上、助成事業の期間、助成金の額（直接経費及び間

接経費）、会計年度毎の助成金の限度額を決定し、様式第３の助成金交付決定通知書を研究

代表者に送付する。 

⑥助成金概算払

請求 
助成研究者は、ＮＥＤＯが指示する時期（原則として会計年度毎に 1 回又は 2 回）に、様式

第１０の助成金概算払請求書に添付資料１の助成研究費の四半期別支出予定表を添付し、経

理担当者経由ＮＥＤＯに提出する。 

なお、助成金概算払の指定振込口座を変更する場合には、様式第２４の助成金振込口座指定

依頼書も提出する。 

⑦助成金概算払

振込 
ＮＥＤＯは、助成金概算払請求書に基づき、当該助成金（直接経費及び間接経費）を指定振

込口座に振り込むとともに、振込完了後、振込案内を経理担当者に送付する。 

⑧間接経費納付 研究機関が間接経費を受け入れる場合には、助成研究者は、助成金を受領後、研究機関が定

める時期に間接経費を納付する。 

⑨実績報告 助成研究者は、ＮＥＤＯが指示する時期（原則として会計年度末及び助成事業完了時）に、

様式第６の実績報告書に別紙１の研究成果報告、別紙２の決算報告書を添付し、収支簿、様

式第１４・１４－１の取得財産等管理明細表とともに経理担当者経由ＮＥＤＯに提出する。

※ＮＥＤＯは、上記とは別の時期（原則として会計年度第２四半期末）に、助成研究費の直

接経費四半期別執行状況調査票の提出を指示するとともに、必要と認めたときには、当該

執行経費の内容及びその経理処理等について、実地調査を行う。 

⑩助成金の額の

確定通知 
ＮＥＤＯは、実績報告書等に基づき、助成金の決算額及び当該経費の内容等について、年度

末中間検査及び確定検査を行い、助成金の額（直接経費及び間接経費）を確定する。 

なお、助成事業完了時には、様式第１３の助成金の額の確定通知書を助成研究者に送付する。

⑪成果発表届出 助成研究者は、助成事業による研究成果を学会又は学術誌等で公表した場合、将来の公表予

定が既に決定している場合には、ＮＥＤＯが指示する時期（原則として会計年度毎に 2 回）

に、様式第２２の成果発表届出書をＮＥＤＯに提出する。 

※公表に当たっては、ＮＥＤＯの助成事業による研究成果である旨を必ず明示すること。 

⑫研究成果報告 助成研究者は、助成事業完了後 60 日以内に、様式第１２の研究成果報告書の提出に様式第

２７の研究成果報告書（表紙）、様式第２８・２９の研究成果報告書概要（和文・英文）を

添付し、ＮＥＤＯに提出する。 

⑬間接経費執行

実績報告 
間接経費を受け入れた研究機関は、「競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針（平成 13
年 4 月 20 日付け競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ）」に基づき、毎年 6 月 30
日までに、様式第７の競争的資金に係る間接経費執行実績報告書（前年度分）をＮＥＤＯに

提出する。 

⑭間接経費執行

状況報告 
間接経費を受け入れた研究機関は、ＮＥＤＯが上記⑬間接経費執行実績報告とは別に指示し

たときは、間接経費執行状況報告書をＮＥＤＯに提出する。 



 6

Ⅱ．産業技術研究助成事業における手続き【詳細】 

 

助成金に係る経理責任を助成研究者の所属研究機関に課しているため、助成研究者及び研究機関は、以

下の手続きを行うときには、ＮＥＤＯからの送付書類及びＮＥＤＯあての提出書類の経路（各手続きの後

のカッコ内及び備考欄に表示）を確認してください。 
また、助成研究者及び研究機関は、各手続きに係る送付書類及び提出書類の原本又はコピーを、助成金

の執行に関するエビデンス（経理処理書類、関係書類等）の原本又はコピーとともに、助成事業が完了し

た日の属する年度の翌年度以降 5 年間保存してください。 

 

１．選考結果の通知、助成金交付申請、助成金交付決定通知 

 

（１）選考結果の通知（ＮＥＤＯ → 研究代表者） 

概要 ＮＥＤＯは、研究代表者から提出された研究開発提案書の内容について審査の上、

助成事業を採択し、助成金の予定（上限）額（直接経費及び直接経費の 30％相当額

の間接経費）、採択条件等を記入した選考結果の通知を研究代表者に送付する。 

送付書類 □選考結果の通知 

備考 研究代表者は、送付書類のコピーを経理担当者（経理責任者）に配付すること。 

交付規程条項 （交付の対象の選定）第 5 条第 2 項、第 3 項、第 4 項 

 

（２）助成金交付申請（研究代表者 → ＮＥＤＯ） 

概要 研究代表者は、ＮＥＤＯの指示に基づき、様式第２の助成金交付申請書に添付資料

１の研究開発実施計画書を添付し、様式第２４の助成金振込口座指定依頼書、様式

第２６の承諾書（助成研究者及び研究分担者全員分）、確認書（助成研究者分のみ）

とともにＮＥＤＯに提出する。 

提出書類 □（様式第２）助成金交付申請書 
□（添付資料１）研究開発実施計画書 

□（様式第２４）助成金振込口座指定依頼書 
※指定振込口座の通帳の口座記載ページのコピーを添付すること。 

ただし、通帳が発行されない場合を除く。 

□（様式第２６）承諾書（助成研究者及び研究分担者全員分） 

□確認書（助成研究者分のみ） 

備考 提出書類は、研究代表者が取りまとめて提出すること。 
研究代表者は、提出書類のコピーを経理担当者（経理責任者）に配付すること。 

交付規程条項 （交付の申請）第 8 条第 1 項 

 

提出書類作成要領 

 

①（様式第２）助成金交付申請書 

研究代表者に電子ファイルにて送付（メールに添付）した様式に必ず記入すること。 

 
②（添付資料１）研究開発実施計画書 

研究代表者に電子ファイルにて送付（メールに添付）した様式に必ず記入すること。 
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イ．全体的な注意事項 

ａ．助成研究費支出計画表には当該助成事業の遂行のためにのみ直接必要な全ての経費

（直接経費）及び直接経費の 30％相当額の間接経費を計上すること。 

ｂ．直接経費として計上可能な経費は、原則として、助成金交付申請書に記入した助成事

業期間内の会計年度毎に発生・発注（契約）、検収、支払が完了する経費とする。 

ｃ．研究開発提案書の「１７．経費の見込み (1)直接経費の内訳見込み」に記入した金

額（選考結果の通知にて金額が修正された場合には当該金額）を上限として、経費毎

に発生・発注（契約）時期、検収時期、実勢価格、必要数量を詳細に再検討の上、計

上すること。 

※カタログ、見積書等のエビデンスを添付する必要はない。 

ｄ．助成研究費の直接経費四半期別支出予定表も作成（各四半期の直接経費計が 1 万円単

位になるよう調整）すること。 

ｅ．消費税課税対象の経費又は対象外の経費に関係なく、支払先に対する支払（支出）金

額を計上すること。 

ｆ．助成金の執行に際しては、研究機関の規程等に則り、適正な手続きを行うこと。 

ｇ．物品購入、派遣研究補助者の雇用、作業外注等の発注（契約）に際しては、研究機関

の発注（契約）規程等に則り、２社以上による競争入札、見積合わせを行うなど、助

成金の経済的な執行を心掛けること。 

ｈ．助成研究費支出計画表に計上した費目が特定の物品等であっても、その選定をＮＥＤ

Ｏが認めたことにはならないので、注意すること。 

ロ．直接経費の経費区分及び計上可能な経費とその概要 

直接経費の経費区分及び計上可能な経費とその概要は、以下のとおりとする。 

以下に記載のない経費については、研究機関の規程等を参照するとともに、計上可否につ

いて事前にＮＥＤＯの担当者に必ず問い合わせること。 

（注）研究機関に規程等がない経費の計上は認められない。 

※間接経費については、「Ⅳ．産業技術研究助成事業における間接経費の取り扱い」に拠る。 

経費区分 経費とその概要 

１．物品費 ①機器・設備・備品費 

□当該助成事業の遂行のためにのみ直接必要な機器・設備・備品等の購入費、製造費（少額

の据付費等付帯工事費を含む。） 

※賃借費は、「経費区分４．その他」に計上すること。 

□当該助成事業にて購入、製造した機器・設備・備品等の効用の増加のための改造費（設計

費を含む。） 

※修繕費は、「経費区分４．その他」に計上すること。 

※コンピュータ（ワークステーション、パソコン、サーバー等［モニター、ハードディスク、

メモリ等の周辺機器を含む。]）、カメラ、レコーダ、プリンタ等の汎用機器については、

当該助成事業のみに使用することを証明できるものに限るものとし、使用目的を具体的か

つできるだけ詳細に記入するとともに、計上可否について事前にＮＥＤＯの担当者に必ず

問い合わせること。 

※機器・設備・備品等の設置場所も記入すること。 

ただし、研究開発実施計画書に記入した研究開発の実施場所（助成研究者の所属研究機関

の変更、研究分担者の変更【交代、増員、減員、所属研究機関】があった場合には、変更

後の実施場所）以外に設置することができないので、注意すること。 
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※機器・設備等のうち、取得財産等については、研究機関に速やかに寄付するとともに、当

該助成事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、助成金の交付の目的

に従ってその効率的運用を図ること。 

また、寄付を受けた研究機関は、財産管理に必要とされる事項を定めて適切に管理し、当

該助成事業の目的のために供すること。 

（注）研究機関が整備すべき共用備品（什器類、電話機、ＦＡＸ機、コピー機等）の購入費、

賃借費、修繕費等の計上は認められない。 

 

②器具・材料・消耗品費 

□当該助成事業の遂行のためにのみ直接必要な器具・材料・消耗品等の購入費 

※市販の汎用ソフトウェアの購入費を含む。 

専用ソフトウェアの製作外注費は、「経費区分４．その他」に計上すること。 

□当該助成事業にて購入、製造した機器・設備・備品等の取替材料・部品等の購入費 

※材料・部品等が、明らかに使用者、管理者の責めに帰さない要因により消耗、劣化、損

傷などした場合であって、購入の方が修繕より安価、経済的でかつ合理的である場合に

限り、計上が認められる。 

なお、当該助成事業にて購入、製造していない機器・設備・備品等については、当該助

成事業において専ら使用しており、材料・部品等を取り替え後も当該助成事業において

専ら使用するものに限るものとする。 

※市販の汎用ソフトウェアについては、当該助成事業のみに使用することを証明できるもの

に限るものとし、使用目的を具体的かつできるだけ詳細に記入するとともに、計上可否に

ついて事前にＮＥＤＯの担当者に必ず問い合わせること。 

（注）当該助成事業のみに使用するものであると特定できない一般事務用品（プリンタのイ

ンクカートリッジ、コピー機のトナーカートリッジ、文房具類等）の購入費の計上は

認められない。 

 

（注）施設（研究室、実験室、クリーンルーム等）及び施設に付属する設備（光熱水設備、空

調設備等）の購入費、改造費、修繕費等の計上は認められない。 

※当該助成事業の遂行のためにのみ使用する実験室、クリーンルーム等施設の賃借費は、

「経費区分４．その他」に計上すること。 

 

２．旅費 ①助成研究者、研究分担者、研究補助者の出張旅費 

□当該助成事業の遂行のためにのみ直接必要な各種調査、情報収集等を国内外にて行うため

の旅行運賃、滞在費等 

□当該助成事業の遂行のためにのみ直接必要な国内外での学会、講演会、シンポジウム、会

議等に出席するための旅行運賃、滞在費等 

□当該助成事業による研究成果を国内外での学会、講演会、シンポジウム等において発表す

るための旅行運賃、滞在費等 

※研究補助者とは、原則として、当該助成事業の遂行のために、研究機関が労働者派遣業者

又はポスドク等個人との契約により、職員又はアルバイトとして雇用し、当該助成事業に

係る役務に従事する者（「経費区分３．謝金等 ①人件費」参照）をいう。 

ただし、研究機関が雇用していない者（過去に雇用していても、出張当日には雇用してい

ない者を含む。）であっても、当該助成事業に係る役務に従事していることを助成研究者、

研究分担者が従事記録等のエビデンスにて証明できる場合に限り、研究補助者とみなすこ

とができるものとする。 

※出張命令書、出張報告書等のエビデンスには、当該助成事業のための出張である旨明記す

るとともに、出張先、所在地、目的（理由）、行程、内容等をできるだけ詳細に記入するこ

と。 

研究補助者が助成研究者、研究分担者に同行して出張する場合、複数で出張する場合には、
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その必要性（役割等）も記入すること。 

※学会等に参加するための旅費である場合、学会等参加費は、「経費区分４．その他」に計上

すること。 

学会等参加費を計上しない場合には、学会等の開催、内容、参加を確認できる開催案内書、

プログラム、参加申込書等のエビデンスを保存すること。 

（注１）出張目的（理由）が明確かつ合理的ではない場合、研究補助者の同行出張、複数出

張の必要性（役割等）が具体的ではない場合には、計上は認められない。 

（注２）研究補助者が大学院生、大学生等就学者である場合には、雇用の有無にかかわらず、

計上可否について事前にＮＥＤＯの担当者に必ず問い合わせること。 

当該出張目的（理由）、内容が本人の教育、学業（研究テーマ、卒論テーマ等）の一

環である場合には、計上は認められない。 

 

②招聘研究者の旅費 

□専門知識、情報の提供等により、当該助成事業の遂行のためにのみ直接必要な指導、アド

バイスを行う国内外の研究者を招聘するための旅行運賃、滞在費等 

※招聘研究者に支給する謝金は、「経費区分３．謝金等」に計上すること。 

※当該助成金より旅費を支給する旨記載した研究機関名の招聘依頼書等のエビデンスを作

成、送付すること。 

※招聘者略歴、招聘理由（指導、アドバイスの内容及びそれらが当該助成事業に寄与する内

容）、招聘結果等を記載した招聘結果報告書等のエビデンスを作成すること。 

（注）次のいずれかに該当する場合には、計上は認められない。 

ア．招聘理由が明確ではない場合 

イ．助成研究者、研究分担者、研究補助者以外の者も参加する講演会の講師又は会議、

打合せのアドバイザーとして招聘する場合 

ウ．助成研究者、研究分担者が直接招聘する場合 

 

※研究機関の旅費規程等に則り算出し、国内、国外に分けて計上すること。 
 

３．謝金等 ①研究補助者の給与等 

□当該助成事業の遂行のために、研究機関が労働者派遣業者又はポスドク等個人との契約に

より、職員又はアルバイトとして雇用し、当該助成事業に係る役務に従事する研究補助者

に支給する給与等 

※研究機関は、労働者派遣業者又は研究補助者個人と、役務内容、雇用期間、役務場所、役

務時間、給与等、監督（指導）者名等を記載した雇用契約書等のエビデンスを締結するこ

と。 

※雇用契約書、勤務表等のエビデンスには、役務内容を具体的に（ＮＥＤＯ産業技術研究助

成事業「……………」に係る○○研究補助、●●実験補助、◎◎資料・データ整備等）記

入すること。 

（注１）助成研究者、研究分担者が直接雇用する場合には、計上は認められない。 

（注２）大学院生、大学生等就学者を雇用する場合には、計上可否について事前にＮＥＤＯ

の担当者に必ず問い合わせること。 

当該役務内容が本人の教育、学業（研究テーマ、卒論テーマ等）の一環である場合

には、計上は認められない。 

 

②招聘研究者の謝金 

□専門知識、情報の提供等により、当該助成事業の遂行のためにのみ直接必要な指導、アド

バイスを行う国内外の招聘研究者に支給する謝金 

※招聘研究者に支給する旅費は、「経費区分２．旅費」に計上すること。 

※当該助成金より謝金を支給する旨記載した研究機関名の招聘依頼書等のエビデンスを作



 10

成、送付すること。 

※招聘者略歴、招聘理由（指導、アドバイスの内容及びそれらが当該助成事業に寄与する内

容）、招聘結果等を記載した招聘結果報告書等のエビデンスを作成すること。 

（注）次のいずれかに該当する場合には、計上は認められない。 

ア．招聘理由が明確ではない場合 

イ．助成研究者、研究分担者、研究補助者以外の者も参加する講演会の講師又は会議、

打合せのアドバイザーとして招聘する場合 

ウ．助成研究者、研究分担者が直接招聘する場合 

 

※研究機関の雇用規程等に則り算出し、研究補助者、招聘研究者に分けて計上すること。 

 

４．その他 上記以外に、当該助成事業の遂行のためにのみ直接必要であると認められる場合に計上可能な

経費 

 

①作業外注費 

□加工費、試験・実験費、計測費、分析費、調査費等 

□専用ソフトウェアの製作費 

□当該助成事業にて購入、製造した機器・設備・備品等の修繕費 

※明らかに使用者、管理者の責めに帰さない要因により故障、損傷などした場合であって、

修繕の方が新規購入より安価、経済的でかつ合理的である場合に限り、計上が認められ

る。 

なお、当該助成事業にて購入、製造していない機器・設備・備品等については、当該助

成事業において専ら使用しており、修繕又は改造後も当該助成事業において専ら使用す

るものに限るものとする。 

（注）当該助成事業に係る研究開発の再委託費（研究開発要素がある部分の外注費等）の計

上は認められない。 

 

②資料購入費 

□データベース検索料 

□図書購入費、賃借費、複写費 

 

③設備、施設、ユーティリティ等使用料 

□機器・設備・備品等の賃借費（リース料、レンタル料等） 

□実験室、クリーンルーム等施設の賃借費 

□光熱水料、通信費 

※公表単価表等のエビデンスに基づき算出し、計上すること。 

※当該助成事業以外でも使用されるものについては、当該助成事業での使用料とそれ以外で

の使用料とが計算書等のエビデンスに基づき明確に区別して算出される場合に限り、計上

が認められる。 

 

④運搬費 

□郵送料、宅配料、運送料（レンタカー代を含む） 

※機器・設備・備品等の移設費（少額の据付費等付帯工事費を含む。）は、助成研究者、研

究分担者の所属研究機関の変更に伴う場合に限り、計上が認められる。 

 

⑤研究成果発表論文等作成費 

□研究成果発表論文等の英文翻訳料、英文校閲料 

□研究成果発表論文等の印刷費、複写費 

□研究成果発表論文等の投稿料、別刷料 
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⑥特許出願費 

□当該助成事業に基づく発明又は考案等に関する産業財産権等の全部又は一部が、研究機関

の特許出願等に関する規程等に則り、助成研究者、研究分担者、研究補助者個人に帰属す

る場合の国内及び国際特許出願等に要する費用（印紙代、手数料等） 

※研究機関の特許出願等に関する規程等を添付するとともに、計上可否について事前にＮＥ

ＤＯの担当者に必ず問い合わせること。 

※助成研究者、研究分担者、研究補助者以外の個人又は研究機関等との共同出願の場合には、

権利の持分比率に応じた費用のみ、計上が認められる。 

（注）出願特許の維持管理費用の計上は認められない。 

ただし、研究機関の特許出願等に関する規程等に則り、特許出願後、当該権利を研究

機関に譲渡することは認められる。 

 

⑦助成研究者、研究分担者、研究補助者の学会等参加費 

□学会、講演会、シンポジウム等への参加費 

※学会等に参加するための旅費は、「経費区分２．旅費」に計上すること。 

□学会、講演会、シンポジウム等での講演論文集等購入費 

※学会等の名称を記入すること。 

※学会等の開催案内書、プログラム、参加申込書等のエビデンスを保存すること。 

※研究補助者の学会等参加費であって、学会等に参加するための旅費を計上しない（出張命

令書、出張報告書等のエビデンスがない）場合には、学会等参加理由書等のエビデンスを

作成すること。 

研究補助者が助成研究者、研究分担者に帯同して参加する場合、複数で参加する場合には、

理由書等にその必要性（役割等）も記入すること。 

（注１）研究補助者の参加理由が明確かつ合理的ではない場合、帯同参加、複数参加の必要

性（役割等）が具体的ではない場合、理由書等が作成されていない場合には、計上

は認められない。 

（注２）研究補助者が大学院生、大学生等就学者である場合には、雇用の有無にかかわらず、

計上可否について事前にＮＥＤＯの担当者に必ず問い合わせること。 

当該参加理由が本人の教育、学業（研究テーマ、卒論テーマ等）の一環である場合

には、計上は認められない。 

（注３）学会等参加費に飲食費（バンケット代等）が含まれる場合には、当該金額の計上は

認められないので、当該金額を減額して計上すること。 

当該金額が開催案内書等に明記されていない場合には、主催者に問い合わせるか又

は研究機関の旅費規程等に則るなどして算出すること。 

（注４）学会等の年会費の計上は認められない。 

 

⑧会議費 

□助成研究者、研究分担者、研究補助者、招聘研究者、連携企業の直接担当者のみが参加す

る会議に要する費用 

※招聘研究者の参加については、当該助成金より旅費及び謝金を支給しない場合であっても、

研究機関名の招聘依頼書等のエビデンスを作成、送付すること。 

※議事録等のエビデンスを作成すること。 

※助成研究者、研究分担者の所属研究機関以外の場所での会議費については、計上可否につ

いて事前にＮＥＤＯの担当者に必ず問い合わせること。 

（注１）研究機関の会議費に関する規程等に則る費用以外には、計上は認められない。 

（注２）会議の際の弁当代、お茶代以外の飲食費、懇親会費の計上は認められない。 

 

⑨振込手数料 
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ハ．直接経費として計上できない経費 

上記「ロ．直接経費の経費区分及び計上可能な経費とその概要」に記載のない経費で、直

接経費として計上が認められない経費は、以下のとおりとする。 

ａ．助成研究者及び研究分担者の人件費 

ｂ．助成金の経理事務に係る人件費及び経理処理の監査を受ける公認会計士・税理士に対

する報酬 

ｃ．必要数量以上に発生・発注（契約）する経費並びに助成事業の会計年度末及び完了直

近日に検収する経費 

※その理由が合理的である場合を除く。 

ｄ．機器・設備・備品等に対する損害保険の付保に要する費用 

ｅ．助成事業に係る事故（災害）が発生したときの対応措置に要する費用 

※明らかに使用者、管理者の責めに帰さない要因による機器・設備・備品等の修繕費

を除く。 

ｆ．その他、助成事業の遂行のためにのみ直接必要であるとはみなされない経費 

 

③（様式第２４）助成金振込口座指定依頼書 

研究代表者に電子ファイルにて送付（メールに添付）した様式に必ず記入すること。 

イ．ＮＥＤＯによる助成金（直接経費及び間接経費）概算払の銀行振込口座を指定すること。 

ロ．口座名義は研究機関（長）名若しくは経理担当部門（長）名又は経理責任者名とすること。 

ハ．同一の研究機関に複数の助成研究者が所属している場合には、同一の口座を指定すること

ができる。 

ただし、助成研究者別に、受入金額及び支出金額を収支簿等により明確に区分、管理する

こと。 

ニ．指定振込口座の通帳の口座記載ページのコピーを添付すること。 

※通帳が発行されない場合を除く。 

通帳が発行されない場合には、空きスペースに「通帳の発行なし」を記入すること。 

 

④（様式第２６）承諾書 

研究代表者に電子ファイルにて送付（メールに添付）した様式に必ず記入すること。 

イ．助成研究者及び研究分担者が助成金の交付を受けて研究開発を行うことについて、所属研

究機関が承諾している証として、承諾権者の役職・氏名を記入し、公印を捺印すること。 

ロ．承諾権者については、特に指定しないが、研究機関の規程等に基づき当該事項を専決処理

する権限を有する者とする。 

ハ．助成研究者及び研究分担者全員の分を作成すること。 

ニ．間接経費受入れ可否の項目は、助成研究者の所属研究機関のみがどちらか該当する方を○

で囲むこと。 

研究分担者の分については、当該項目を削除すること。 
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⑤確認書 

研究代表者に電子ファイルにて送付（メールに添付）した様式に必ず記入すること。 

イ．助成研究者が助成金の交付を受けて研究開発を行うことについて、所属研究機関の産学連

携関係部署及び知的財産関係部署（両方を兼ねる場合には、その部署）が支援することを

確認している証として、確認権者の役職・氏名を記入し、公印を捺印すること。 

ロ．確認権者については、特に指定しないが、研究機関の規程等に基づき当該事項を専決処理

する権限を有する者とする。 

ハ．助成研究者の分のみを作成すること。 

 

（３）助成金交付決定通知（ＮＥＤＯ → 研究代表者） 

概要 ＮＥＤＯは、受理した助成金交付申請書の内容について審査の上、助成金を交付す

べきものと認めたときは、助成事業の期間、助成金の額（直接経費及び間接経費）、

会計年度毎の助成金の限度額を決定し、交付に当たっての条件を付した様式第３の

助成金交付決定通知書を研究代表者に送付する。 
ただし、助成金の交付を適正に行うために必要があるときは、助成金の交付の申請

に係る事項につき修正を加える場合がある。 
※研究代表者及び経理担当者（経理責任者）は、助成金交付決定通知書の内容を必

ず確認すること。 

記入事項に疑義がある場合には、ＮＥＤＯの担当者に問い合わせること。 

※助成研究者等及び研究機関等は、助成金の交付の決定の内容及び交付規程第 10 条

第 1 項を網羅した交付に当たっての条件を充分に理解の上、善良な管理者の注意

をもって助成事業を遂行すること。 

※右上の「XX 度新エネ研第 XXXXXXX 号」は、当該助成金交付決定通知書の文書

番号である。 

助成研究者及び研究機関が交付規程に定められた各手続きを行うに当たってＮＥ

ＤＯあてに提出する各種の承認申請書、届出書、報告書等には、当該文書番号を

記入すること。 

ただし、承認申請書をＮＥＤＯあてに提出した場合、ＮＥＤＯがその申請を承認

したときに助成研究者あてに送付する承認通知書には、新たな文書番号が記載さ

れるので、注意すること。 

送付書類 □（様式第３）助成金交付決定通知書 

備考 研究代表者は、送付書類のコピーを経理担当者（経理責任者）に配付すること。 

交付規程条項 （交付の決定等）第 9 条第 1 項、第 2 項、第 3 項 

（交付に当たっての条件）第 10 条 

 

（４）助成金交付申請取下げ届出（助成研究者 → ＮＥＤＯ） 

概要 助成研究者は、助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に不服がある場合

において、申請の取下げをしようとするときは、交付の決定の通知を受けた日から

20 日以内に、様式第９の助成金交付申請取下げ届出書をＮＥＤＯに提出する。 
※ＮＥＤＯは、助成金交付申請取下げ届出書を受理したときは、当該申請に係る助

成金の交付の決定はなかったものとみなして措置する。 

提出書類 □（様式第９）助成金交付申請取下げ届出書 

備考 研究代表者は、提出書類のコピーを経理担当者（経理責任者）に配付すること。 

交付規程条項 （交付に当たっての条件）第 10 条第 1 項第 20 号 

（申請の取下げ）第 11 条 
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２．助成金概算払請求、助成金概算払振込 

 

（１）助成金概算払請求（助成研究者 → 経理担当者 → ＮＥＤＯ） 

概要 助成研究者は、ＮＥＤＯが指示する時期（原則として会計年度毎に 1 回又は 2 回）

に、様式第１０の助成金概算払請求書に添付資料１の助成研究費の四半期別支出予

定表を添付し、経理担当者経由ＮＥＤＯに提出する。 

なお、助成金概算払の指定振込口座を変更する場合には、様式第２４の助成金振込

口座指定依頼書も提出する。 

※助成金概算払請求書をＮＥＤＯが指定する期日までに提出しなかった場合には、

助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがあるので、注意すること。

（注）助成研究者以外の者が助成金概算払請求を行うことは認められない。 

提出書類 □（様式第１０）助成金概算払請求書 

□（添付資料１）助成研究費の四半期別支出予定表 

□（様式第２４）助成金振込口座指定依頼書（指定振込口座変更後のもの） 

※指定振込口座を変更する場合に限る。 

※指定振込口座の通帳の口座記載ページのコピーを添付すること。 

ただし、通帳が発行されない場合を除く。 

備考 助成研究者は、経理担当者（経理責任者）経由提出すること。 

交付規程条項 （助成金の支払）第 12 条第 1 項 

 

提出書類作成要領 

 

（様式第１０）助成金概算払請求書、（添付資料１）助成研究費の四半期別支出予定表 

助成研究者に電子ファイルにて送付（メールに添付）した様式に必ず記入すること 

 

（２）助成金概算払振込（ＮＥＤＯ → 経理担当者） 

概要 ＮＥＤＯは、受理した助成金概算払請求書に基づき、当該助成金（直接経費及び間

接経費）を指定振込口座に振り込むとともに、振込完了後、振込案内を経理担当者

に送付する。 

送付書類 □振込案内 

備考 経理担当者は、助成金が振り込まれた旨を助成研究者に通知すること。 

交付規程条項 （助成金の支払）第 12 条第 2 項 

 

（３）助成金の執行一元管理 

助成金に係る経理責任を助成研究者の所属研究機関に課しているため、概算払された助成金の執

行については、助成研究者の所属研究機関が一元管理すること。 

従って、研究分担者の所属研究機関に助成金を分配送金し、その執行を管理させることは認めら

れない。 

ただし、インターナショナル分野の助成事業における海外の研究分担者の所属研究機関に限り、

それを認めるものとするが、その経理責任は助成研究者の所属研究機関が負うこととする。 
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３．計画変更承認申請、計画変更承認通知、計画変更届出、変更通知 

助成事業の採択及び助成金の交付の決定は、研究開発提案書及び助成金交付申請書（研究開発実施計

画書）の内容について審査した結果に基づいてなされているため、当該内容の変更は、原則として認め

られません。 

しかしながら、研究開発の進捗に伴い、明確かつ合理的でやむを得ないと認められる理由により、下

記の①～⑫の変更事項のいずれかに該当する研究開発実施計画等の変更が生じる場合には、以下の計画

変更承認申請、計画変更届出、変更通知等の手続きを行ってください。 

ただし、当該変更により、研究開発の本来の主旨、目的を逸脱することがなく、またその遂行に支障

を及ぼすことがない場合に限ります。 

なお、計画変更承認申請、計画変更届出に当たっては、事前にＮＥＤＯの担当者に必ず相談してくだ

さい。 

変更事項：①助成事業の実施方法等主要な内容の変更 

②研究分担者の変更【交代、増員、減員、所属研究機関】 

③助成事業期間の変更【継続、延長】 

④助成金の額、会計年度毎の助成金の限度額の変更【増額、減額】 

⑤助成研究者の所属研究機関の変更 

⑥当該年度における直接経費の額の 10 分の 3 を超える直接経費の配分の変更（直接経費

の経費区分/大項目間の流用） 

⑦当該年度における直接経費四半期別支出予定の変更【前倒し】 

⑧助成研究者の部署、役職、住所、ＴＥＬ、ＦＡＸ、E-mail、研究開発の実施場所、最寄

り駅等の変更 

⑨研究分担者の部署、役職、研究開発の実施場所等の変更 

⑩経理責任者、経理担当者の氏名、所属研究機関、部署、役職、住所、ＴＥＬ、ＦＡＸ、

E-mail 等の変更 

⑪取得財産等の保管場所の変更 

⑫助成金指定振込口座の変更 

 

（１）計画変更承認申請（その１）（助成研究者 → ＮＥＤＯ） 

変更事項 ①助成事業の実施方法等主要な内容の変更 

②研究分担者の変更【交代、増員、減員、所属研究機関】 

③助成事業期間の変更【継続、延長】 

④助成金の額、会計年度毎の助成金の限度額の変更【増額、減額】 

概要 助成研究者は、助成事業の期間中に、上記①～④の変更事項のいずれかに該当する

変更が生じる場合には、必ず事前に、様式第１１の計画変更承認申請書に添付資料

（変更事項によって必要なもの）を添付し、追加書類（変更事項によって必要なも

の）とともにＮＥＤＯに提出の上、あらかじめその承認を受ける。 

※②研究分担者の変更【交代、増員】の場合には、公募時の応募の要件（公募締切

日現在の年齢条件及び勤務条件等）を満たすこと。 

※④助成金の額、会計年度毎の助成金の限度額の変更【減額】に伴う助成金概算払

過払金の返還については、その都度別途指示する。 
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提出書類 □（様式第１１）計画変更承認申請書 

※記載事項を別紙とすることも可。 

変更事項によって必要な添付資料、追加書類は、以下のとおりとする。 

②研究分担者の変更【交代、増員】 

□研究者経歴表 

□（様式第２５）変更通知（助成研究者、研究分担者、研究開発の実施場所に係

る変更） 

※計画変更承認申請書に部署、役職、研究開発の実施場所が記載されている場

合には不要。 

□（様式第２６）承諾書 

②研究分担者の変更【所属研究機関】 

□（様式第２５）変更通知（助成研究者、研究分担者、研究開発の実施場所に係

る変更） 

※計画変更承認申請書に変更後の部署、役職、研究開発の実施場所が記載され

ている場合には不要。 

□（様式第２６）承諾書（変更後のもの） 

③助成事業期間の変更【継続、延長】 

□（添付資料１）研究開発実施計画書（継続、延長期間分） 

④助成金の額、会計年度毎の助成金の限度額の変更【増額、減額】 

□（添付資料１）助成研究費四半期別支出予定の新旧対比表 

※①助成事業の実施方法等主要な内容の変更、②研究分担者の変更【減員】の場合

には不要。 

備考 提出書類は、助成研究者が取りまとめて提出すること。 

助成研究者は、提出書類のコピーを経理担当者（経理責任者）に配付すること。 

交付規程条項 （交付に当たっての条件）第 10 条第 1 項第 4 号 

（助成事業の内容の変更）第 13 条第 1 項 

（評価の実施等）第 25 条第 6 項 

 

（２）計画変更承認申請（その２）（助成研究者 → ＮＥＤＯ） 

変更事項 ⑤助成研究者の所属研究機関の変更 

概要 助成研究者は、助成事業の期間中に、上記⑤の変更事項に該当する変更が生じる場

合には、必ず事前に、様式第１１－１の計画変更承認申請書に別紙１の助成研究費

執行状況表を添付し、収支簿、様式第２４の助成金振込口座指定依頼書、様式第２

５の変更通知、様式第２６の承諾書、確認書とともにＮＥＤＯに提出の上、あらか

じめその承認を受ける。 

※公募時の応募の要件（勤務条件等）を満たすこと。 

※当該変更に伴う助成金の経理処理等に関する業務については、下記「（４）」に拠

る。 

提出書類 □（様式第１１－１）計画変更承認申請書（助成研究者の所属研究機関の変更に係

るもの） 

□（別紙１）助成研究費執行状況表 
□収支簿（助成金概算払既受領額のうちの執行額に係るもの） 

※変更前の所属研究機関での経理責任者が収支簿の記載内容に相違がないことを

証明する別葉（日付、研究機関名、部署、役職、氏名の記入及び捺印のあるも

の）原本を添付すること。 

※当該執行に関するエビデンス（経理処理書類、関係書類等）の添付は不要。 

□（様式第２４）助成金振込口座指定依頼書（変更後のもの） 
※指定振込口座の通帳の口座記載ページのコピーを添付すること。 
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ただし、通帳が発行されない場合を除く。 

□（様式第２５）変更通知（助成研究者、研究分担者、研究開発の実施場所に係る

変更） 

□（様式第２５）変更通知（経理責任者、経理担当者に係る変更） 
□（様式第２６）承諾書（変更後のもの） 
□確認書（変更後のもの） 

備考 提出書類は、助成研究者が取りまとめて提出すること。 

助成研究者は、提出書類のコピーを経理担当者（経理責任者）に配付すること。 

交付規程条項 （交付に当たっての条件）第 10 条第 1 項第 4 号 

（助成事業の内容の変更）第 13 条第 1 項 

 

（３）計画変更承認通知（ＮＥＤＯ → 助成研究者） 

概要 ＮＥＤＯは、受理した計画変更承認申請書の内容について審査の上、当該申請に係

る変更の内容が適正であると認めてこれを承認したときは、計画変更承認通知書を

助成研究者に送付する。 

送付書類 □計画変更承認通知書 

備考 助成研究者は、送付書類のコピーを経理担当者（経理責任者）に配付すること。 

交付規程条項 （交付に当たっての条件）第 10 条第 1 項第 4 号 

（助成事業の内容の変更）第 13 条第 2 項 

 

（４）助成研究者の所属研究機関の変更に伴う助成金の経理処理等に関する業務 

助成金に係る経理責任を助成研究者の所属研究機関に課しているため、上記「（２）計画変更承認

申請（その２）」の⑤助成研究者の所属研究機関の変更が生じた場合には、変更前の研究機関（以

下「Ａ機関」）及び変更後の研究機関（以下「Ｂ機関」）は、間接経費の受入の可否にかかわらず、

助成研究者が当該計画変更承認通知書を受領後速やかに、以下のような助成金の経理処理等に関

する業務を行うこと。 

 

ケース１．Ａ機関・Ｂ機関が共に間接経費の受入可の場合 

イ．Ａ機関は、助成金概算払既受領額につき、直接経費の未執行額がある場合には、当該直接

経費未執行額及び間接経費の一部（当該直接経費未執行額の 30％相当額）を、Ｂ機関に

送金すること。 

※Ｂ機関の送金受入口座は、助成金指定振込口座とすること。 

ロ．Ａ機関は、助成金概算払既受領額のうちの執行額に係る収支簿並びに当該計画変更承認通

知を含むそれまでの各手続きに係るＮＥＤＯからの送付書類及びＮＥＤＯあての提出書

類のうちＢ機関が必要とするもののコピーを、Ｂ機関に送付すること。 

収支簿には、経理責任者が収支簿の記載内容に相違がないことを証明する別葉（日付、研

究機関名、部署、役職、氏名の記入及び捺印のあるもの）のコピーを添付すること。 

なお、Ａ機関は、当該計画変更承認通知を含むそれまでの各手続きに係る送付書類及び提

出書類の原本又はコピーを、助成金の執行に関するエビデンス（経理処理書類、関係書類

等）の原本又はコピーとともに、助成事業が完了した日の属する年度の翌年度以降 5 年間

保存すること。 
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ハ．Ａ機関及びＢ機関は、上記イ．の送金及びロ．の送付について、ＮＥＤＯを仲介すること

なく、直接又は助成研究者を仲介して連絡を取り合うこと。 

ニ．Ｂ機関は、Ａ機関から上記イ．の送金及びロ．の送付があったときは、助成研究者にその

旨通知すること。 

 

ケース２．Ａ機関が間接経費の受入可、Ｂ機関が間接経費の受入否の場合 

イ．Ａ機関は、助成金概算払既受領額につき、直接経費の未執行額がある場合には、当該直接

経費未執行額のみを、Ｂ機関に送金すること。 

※Ｂ機関の送金受入口座は、助成金指定振込口座とすること。 

ロ．Ａ機関は、助成金概算払既受領額のうちの間接経費の一部（上記イ．の直接経費未執行額

の 30％相当額）を、助成研究者経由ＮＥＤＯに返還すること。 

※当該間接経費の一部の返還については、その都度別途指示する。 

ハ．【上記ケース１．ロ．と同じ】 

ニ．Ａ機関及びＢ機関は、上記イ．の送金及びハ．の送付について、ＮＥＤＯを仲介すること

なく、直接又は助成研究者を仲介して連絡を取り合うこと。 

ホ．Ｂ機関は、Ａ機関から上記イ．の送金及びハ．の送付があったときは、助成研究者にその

旨通知すること。 

 

ケース３．Ａ機関が間接経費の受入否、Ｂ機関が間接経費の受入可の場合 

イ．Ａ機関は、助成金概算払既受領額につき、直接経費の未執行額がある場合には、当該直接

経費未執行額を、Ｂ機関に送金すること。 

※Ｂ機関の送金受入口座は、助成金指定振込口座とすること。 

（注）Ｂ機関が間接経費の加算配分を要望しても、原則として認められない。 

ロ．【上記ケース１．ロ．と同じ】 

ハ．Ａ機関及びＢ機関は、上記イ．の送金及びロ．の送付について、ＮＥＤＯを仲介すること

なく、直接又は助成研究者を仲介して連絡を取り合うこと。 

ニ．Ｂ機関は、Ａ機関から上記イ．の送金及びロ．の送付があったときは、助成研究者にその

旨通知すること。 

 

ケース４．Ａ機関・Ｂ機関が共に間接経費の受入否の場合 

イ．Ａ機関は、助成金概算払既受領額につき、直接経費の未執行額がある場合には、当該直接

経費未執行額を、Ｂ機関に送金すること。 

※Ｂ機関の送金受入口座は、助成金指定振込口座とすること。 

ロ．【上記ケース１．ロ．と同じ】 

ハ．【上記ケース３．ハ．と同じ】 

ニ．【上記ケース３．ニ．と同じ】 

 

（５）計画変更届出（その１）（助成研究者 → ＮＥＤＯ） 

変更事項 ⑥当該年度における直接経費の額の 10 分の 3 を超える直接経費の配分の変更（直接

経費の経費区分/大項目間の流用） 
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概要 助成研究者は、助成事業の期間中に、上記⑥の変更事項に該当する変更が生じる場

合には、必ず事前に、様式第１１の計画変更届出書に別紙１の助成研究費支出計画

の新旧対比表、添付資料１の助成研究費四半期別支出予定の新旧対比表を添付し、

ＮＥＤＯに提出する。 

提出書類 □（様式第１１）計画変更届出書 

□（別紙１）助成研究費支出計画の新旧対比表 
□（添付資料１）助成研究費四半期別支出予定の新旧対比表 
※⑦当該年度における直接経費四半期別支出予定の変更【前倒し】が伴わない場

合には省略しても可。 

備考 助成研究者は、提出書類のコピーを経理担当者（経理責任者）に配付すること。 

交付規程条項 （交付に当たっての条件）第 10 条第 1 項第 4 号 

（助成事業の内容の変更）第 13 条第 1 項 

 

（６）計画変更届出（その２）（助成研究者 → ＮＥＤＯ） 

変更事項 ⑦当該年度における直接経費四半期別支出予定の変更【前倒し】 

概要 助成研究者は、助成事業の期間中に、上記⑦の変更事項に該当する変更が生じる場

合には、必ず事前に、様式第１１の計画変更届出書に添付資料１の助成研究費四半

期別支出予定の新旧対比表を添付し、ＮＥＤＯに提出する。 

提出書類 □（様式第１１）計画変更届出書 

□（添付資料１）助成研究費四半期別支出予定の新旧対比表 

備考 助成研究者は、提出書類のコピーを経理担当者（経理責任者）に配付すること。 

 

（７）変更通知（助成研究者 → ＮＥＤＯ） 

変更事項 ⑧助成研究者の部署、役職、住所、ＴＥＬ、ＦＡＸ、E-mail、研究開発の実施場所、

最寄り駅等の変更 

⑨研究分担者の部署、役職、研究開発の実施場所等の変更 

⑩経理責任者、経理担当者の氏名、所属研究機関、部署、役職、住所、ＴＥＬ、Ｆ

ＡＸ、E-mail 等の変更 

⑪取得財産等の保管場所の変更 

概要 助成研究者は、助成事業の期間中に、上記⑧～⑪の変更事項（⑧～⑩については改

姓・改名を含む。）のいずれかに該当する変更が生じる場合には、必ず速やかに、

様式第２５の変更通知をＮＥＤＯに提出する。 

なお、助成事業が完了した日の属する年度の翌年度以降 5 年間に、上記⑧（所属研

究機関の変更を含む。）、⑩、⑪の変更事項のいずれかに該当する変更が生じる場合

にも、必ず速やかに、様式第２５の変更通知をＮＥＤＯに提出する。 

※上記⑧（所属研究機関の変更を含む。）、⑩の変更事項に係る変更通知の提出がな

かった場合には、ＮＥＤＯからの各種連絡に支障をきたすことになるので、留意

すること。 

提出書類 □（様式第２５）変更通知（助成研究者、研究分担者、研究開発の実施場所に係る

変更） 

□（様式第２５）変更通知（経理責任者、経理担当者に係る変更） 

□（様式第２５）変更通知（取得財産等の保管場所に係る変更） 

備考 助成研究者は、提出書類のコピーを経理担当者（経理責任者）に配付すること。 

 

（８）助成金指定振込口座変更通知（助成研究者 → 経理担当者 → ＮＥＤＯ） 

変更事項 ⑫助成金指定振込口座の変更 
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概要 助成研究者は、助成事業の期間中に、上記⑫の変更事項に該当する変更が生じる場

合には、必ず速やかに、様式第２４の助成金振込口座指定依頼書を経理担当者経由

ＮＥＤＯに提出する。 

提出書類 □（様式第２４）助成金振込口座指定依頼書（変更後のもの） 

※指定振込口座の通帳の口座記載ページのコピーを添付すること。 

ただし、通帳が発行されない場合を除く。 

備考 助成研究者は、経理担当者（経理責任者）経由提出すること。 

 

※上記④会計年度毎の助成金の限度額の変更【増額、減額】又は⑥当該年度における直接経費の額の 10
分の 3 を超える直接経費の配分の変更（直接経費の経費区分/大項目間の流用）が生じた場合には、

その都度、助成研究費の計画変更推移表に必ず記入し、助成金の予算・執行計画を管理すること。 

 

※提出書類について、ＮＥＤＯが必要と認めた補足書類を要求したときには、その指示に従うこと。 

 

※計画変更承認申請書、計画変更届出書をＮＥＤＯに提出すべき変更事項に該当する研究開発実施計画

等の変更が生じているにもかかわらず、提出しなかった場合には、助成金の交付の決定の全部又は一

部を取り消し、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が支払われているときは、その返還を請求

することがあるので、注意すること。 
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４．事故報告、中止又は廃止の承認申請、中止又は廃止の承認通知 

 

（１）事故報告（助成研究者 → ＮＥＤＯ） 

概要 助成研究者は、助成事業の期間中に、助成事業に係る事故（災害）が発生した場合、

また、そのため助成事業を予定の期間内に完了することができないと見込まれる場

合又は助成事業の遂行が困難となった場合には、速やかに、様式第５の事故報告書

をＮＥＤＯに提出し、その指示を受ける。 

※助成研究者等及び研究機関等は、助成金の交付の決定の内容及びこれに付した条

件に従い、善良な管理者の注意をもって助成事業を遂行するため、日常の研究開

発を行うに当たっては、不測の事態に対する予防・対応策を講じておくこと。 

万一上記のような事態が発生した場合には、直ちに、研究機関の規程等に則り、

対応措置を講ずるとともに、ＮＥＤＯの担当者にその旨連絡すること。 

提出書類 □（様式第５）事故報告書 

備考 助成研究者は、提出書類のコピーを経理担当者（経理責任者）に配付すること。 

交付規程条項 （交付に当たっての条件）第 10 条第 1 項第 8 号 

 

（２）中止又は廃止の承認申請（助成研究者 → ＮＥＤＯ） 

概要 助成研究者は、助成事業の期間中に、自らの責めに帰さない事由により、助成事業

の全部又は一部を中止若しくは廃止しようとするときは、必ず事前に、様式第１６

の中止・廃止に係る承認申請書をＮＥＤＯに提出の上、あらかじめその承認を受け

る。 

※助成事業の中止とは、当該助成事業の遂行を一時的に中断し、一定の中止期間経

過後、助成事業期間内に再開することをいう。 

従って、再開後に、当該助成事業を完了するための充分な期間があることが前提

となる。 

助成事業の廃止とは、当該助成事業の遂行を以後取り止めることをいう。 

提出書類 □（様式第１６）中止・廃止に係る承認申請書 

備考 助成研究者は、提出書類のコピーを経理担当者（経理責任者）に配付すること。 

交付規程条項 （交付に当たっての条件）第 10 条第 1 項第 5 号 

（中止又は廃止の承認）第 18 条第 1 項、第 2 項 

 

（３）中止又は廃止の承認通知（ＮＥＤＯ → 助成研究者） 

概要 ＮＥＤＯは、受理した中止・廃止に係る承認申請書の内容について審査の上、当該

申請に係る助成事業の全部又は一部の中止若しくは廃止がやむを得ないと認めてこ

れを承認したときは、様式第１７の中止・廃止に係る承認通知書を助成研究者に送

付する。 

※ＮＥＤＯは、助成事業の廃止を承認したときは、当該助成事業が完了したものと

みなして措置する。 

送付書類 □（様式第１７）中止・廃止に係る承認通知書 

備考 助成研究者は、送付書類のコピーを経理担当者（経理責任者）に配付すること。 

交付規程条項 （中止又は廃止の承認）第 18 条第 2 項 
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５．直接経費執行状況調査、実績報告、助成金の額の確定通知 

助成研究者は、研究開発実施計画のとおり助成事業を遂行することにより、助成研究費の直接経費四

半期別支出予定（計画変更承認申請書の提出及び計画変更承認通知書の送付並びに計画変更届出書の提

出により変更された場合には変更後の予定）に準拠して、直接経費を計画的に執行してください。 

ＮＥＤＯは、原則として会計年度第２四半期末に、当該年度の直接経費の執行状況を調査するととも

に、必要と認めたときには、当該執行経費の内容及びその経理処理等について、実地調査を行うものと

します。 

また、会計年度末及び助成事業完了時（ＮＥＤＯが助成事業の全部又は一部の廃止を承認したときを

含む。以下同じ。）には、助成事業の実績報告書等に基づき、検査対象決算期間（当該年度）の助成金の

決算額及びそのうちの直接経費の内容等について、年度末中間検査及び確定検査を行い、当該年度及び

助成事業開始から完了までの助成金の額（直接経費及び間接経費）を確定するものとします。 

なお、助成金に係る経理責任を助成研究者の所属研究機関に課しているため、研究機関は、自機関の

規程等に則った助成金の適正な執行のため、助成金の経理処理等に関する業務を行うとともに、ＮＥＤ

Ｏの直接経費執行状況調査及び実地調査並びに年度末中間検査及び確定検査に対応、協力してください。 

 

（１）直接経費執行状況調査（助成研究者 → 経理担当者 → ＮＥＤＯ） 

概要 助成研究者は、ＮＥＤＯが指示する時期（原則として会計年度第２四半期末）に、

助成研究費の直接経費四半期別執行状況調査票を経理担当者経由ＮＥＤＯに提出す

る。 

提出書類 □助成研究費の直接経費四半期別執行状況調査票 

※収支簿（当該執行額に係るもの）の提出は不要。 

備考 助成研究者は、経理担当者（経理責任者）経由提出すること。 

 

（２）実地調査 

ＮＥＤＯは、助成事業の期間中、必要と認めたときには、当該年度に執行された直接経費の内容

及びその経理処理等について、実地調査を行う。 

研究機関は、当該執行額に係る直近の収支簿及び当該執行に関するエビデンス（経理処理書類、

関係書類等）の原本又はコピーをもれなく整備し、これに対応、協力すること。 

※助成研究者は、実地調査の際に同席する必要はないが、確認すべき事項がある場合に備えて、

連絡がとれるようにしておくこと。 

 

（３）実績報告（助成研究者 → 経理担当者 → ＮＥＤＯ） 

概要 助成研究者は、ＮＥＤＯが指示する時期（原則として会計年度末及び助成事業完了

時）に、様式第６の実績報告書に別紙１の研究成果報告、別紙２の決算報告書を添

付し、収支簿、様式第１４・１４－１の取得財産等管理明細表とともに経理担当者

経由ＮＥＤＯに提出する。 
※実績報告対象期間中に助成研究者が所属研究機関を変更した場合には、変更前の

研究機関における実績も含めること。 
※実績報告書等をＮＥＤＯが指定する期日までに提出しなかった場合には、助成金

の交付の決定の全部又は一部を取り消し、当該取消しに係る部分に関し、既に助

成金が支払われているときは、その返還を請求することがあるので、注意するこ

と。 
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提出書類 □（様式第６）実績報告書 
□（別紙１）研究成果報告 

□（別紙２）決算報告書 

□収支簿（検査対象決算期間［当該年度］の直接経費の決算額に係るもの） 

※経理責任者が収支簿の記載内容に相違がないことを証明する別葉（日付、研究

機関名、部署、役職、氏名の記入及び捺印のあるもの）原本を添付すること。

※当該期間中に助成研究者が所属研究機関を変更した場合には、変更前の研究機

関から送付された収支簿（当該研究機関での執行額に係るもの）及び当該収支

簿の記載内容に相違がないことを証明する別葉のコピーも添付すること。 

※当該執行に関するエビデンス（経理処理書類、関係書類等）の添付は原則とし

て不要。 
ただし、ＮＥＤＯが必要と認めて要求したときには、その指示に従うこと。 

□（様式第１４・１４－１）取得財産等管理明細表 

備考 助成研究者は、経理担当者（経理責任者）経由提出すること。 

交付規程条項 （交付に当たっての条件）第 10 条第 1 項第 9 号、第 10 号 

 

提出書類作成要領 

 

①（様式第６）実績報告書 

ＮＥＤＯにて必要事項を記入済みのものを経理担当者に送付するので、経理担当者は、記入事

項を確認の上、助成研究者に回付すること。 
助成研究者は、経理担当者から受け取り、記入事項を確認の上、捺印（朱肉印）すること。 
記入事項に疑義がある場合には、ＮＥＤＯの担当者に問い合わせること。 
もし誤りがある場合には、ＮＥＤＯにて訂正し、再送付する。 

 

②（別紙１）研究成果報告 

助成研究者及び経理担当者に電子ファイルにて送付（メールに添付）した様式に必ず記入する

こと。 

イ．当初の計画 

研究開発実施計画書に記載された研究の内容のうち、検査対象決算期間（当該年度）に該

当する期間の当初の研究計画（研究の目標及び内容）の概要を記入すること。 

ロ．成果・実績 

当該期間の研究成果・実績の概要を記入すること。 

 

③（別紙２）決算報告書 

助成研究者及び経理担当者に電子ファイルにて送付（メールに添付）した様式に必ず記入する

こと。 

記入欄のうち、検査対象決算期間（当該年度）の欄の記入要領は、以下のとおりとする。 

イ．予算額 

研究開発実施計画書の助成研究費支出計画表のうち、当該期間に該当する期間の各経費区

分の金額を記入すること。 

ただし、計画変更承認申請書の提出及び計画変更承認通知書の送付により会計年度毎の助
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成金の限度額が変更されている場合、計画変更届出書の提出により直接経費の配分が変更

されている（直接経費の経費区分/大項目間の流用がある）場合には、変更後の金額を記入

すること。 

ロ．決算額 

直接経費は、収支簿（当該期間の助成金の決算額に係るもの）の各経費区分の支出合計金

額を記入すること。 

間接経費は、助成金の額の直接経費計の 30％相当額を記入すること。 

※当該期間中に助成研究者が所属研究機関を変更した場合には、変更前の研究機関から送

付された収支簿（当該研究機関での執行額に係るもの）の各経費区分の支出合計金額も

加算すること。 

ハ．差引額 

予算額から決算額を差し引いた金額を記入すること。 

※いずれかの経費区分/大項目の金額が予算額の直接経費計の 30％を超えている場合には、

「Ⅱ．３．（５）計画変更届出（その１）」の⑥の変更事項に該当する変更が生じたにも

かかわらず、当該計画変更届出書をＮＥＤＯに提出していないことになる。 

（注）未執行額がある場合（助成研究費合計がプラスの場合）には、当該金額を返還する

ことになるため、下側の空きスペースに、「上記差引額の助成研究費合計 XXX,XXX
円を返還します。」を記入すること。 

会計年度末の中間決算であっても、会計年度毎の助成金の限度額を定めているため、

当該未執行額を翌年度に繰り越すことは認められない。 

※当該未執行額の返還については、その都度別途指示する。 

ニ．助成金の額 

直接経費は、差引額の直接経費計が 0 又はプラスの場合には、決算額と同じ金額を記入す

ること。 

また、差引額の直接経費計がマイナスの場合には、いずれか一つの経費区分のみ決算額か

ら当該差引額を減額した金額を記入し、他の経費区分は決算額と同じ金額を記入すること。 

間接経費は、直接経費計の 30％相当額を記入すること。 

ホ．備考 

特記事項がある場合には、記入すること。 

 

④収支簿（検査対象決算期間［当該年度］の直接経費の決算額に係るもの） 

様式は任意とするが、項目欄は、摘要、検収日、支払日（又は支払予定日）、収入額、支出額、

残額、経費区分、支払先、備考等とし、支払日順及び経費区分別に計上すること。 

また、1 ページ目には、プロジェクトＩＤ、助成研究者名、助成事業の名称、決算期間、予算

額等を記載すること。 

イ．直接経費として計上可能な経費は、「Ⅱ．１．（２）② ロ．直接経費の経費区分及び計上

可能な経費とその概要」に記載の経費のうち、原則として、当該期間内に発生・発注（契

約）、検収、支払が完了した経費とする。 

ただし、支払が完了していない経費であっても、当該期間内に発生した旅費及び謝金等並
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びに検収が完了した物品費及びその他については、支払手続きが完了し、支払金額及び支

払日が確定している場合に限り、計上が認められる。 

ロ．複数品目の器具・材料・消耗品等の購入費を一括計上する場合には、摘要欄に□□□□（代

表品目）XX点他 YY点と記入すること。 

ハ．旅費、謝金等、学会等参加費は、個人別に計上すること。 

ニ．以下の経費を計上する場合には、その内容について、具体的かつできるだけ詳細に、摘要

欄、支払先欄、備考欄等に記入すること。 

経費 内容 

コンピュータ及びその周辺機器、

カメラ、レコーダ、プリンタ等の

汎用機器の購入費 

機器の名称等、使用目的 

汎用ソフトウェアの購入費 ソフトウェアの名称等、使用目的 

旅費 氏名、出張先、所在地、目的（理由）、期間 

※研究補助者、招聘研究者については、所属、役職も記入

すること。 

謝金等 氏名、所属、役職、役務内容、従事期間（又は日数、時間

数） 

特許出願費 出願者の氏名、所属、役職、権利の帰属先及び持分比率 

学会等参加費 氏名、学会等の名称及び開催地、目的（理由）、参加期間 

※研究補助者については、所属、役職も記入すること。 

ホ．インターナショナル分野の助成事業における海外の研究分担者の所属研究機関に助成金を

分配送金した場合には、送金時に送金額を経費区分別に計上し、決算時に各精算額を計上

すること。 

ヘ．経理責任者が収支簿の記載内容に相違がないことを証明する別葉（日付、研究機関名、部

署、役職、氏名の記入及び捺印のあるもの）原本を添付すること。 

ト．当該期間中に助成研究者が所属研究機関を変更した場合には、変更前の研究機関から送付

された収支簿（当該研究機関での執行額に係るもの）及び当該収支簿の記載内容に相違が

ないことを証明する別葉のコピーも添付すること。 

 

⑤（様式第１４・１４－１）取得財産等管理明細表 

助成研究者及び経理担当者に電子ファイルにて送付（メールに添付）した様式に必ず記入する

こと。 

様式第１４には検査対象決算期間（当該年度）内に購入した取得財産等のうち、また、様式第

１４－１には助成事業開始（採択）年度から当該年度までに購入した全ての取得財産等のうち、

取得価格又は効用の増加価格が単価（消費税抜き）50 万円以上の機械及び重要な器具その他の

財産について、取得年月日順に記入すること。 

イ．名称 

該当する財産の名称、型式、型番等を記入すること。 

ロ．単価、金額 

取得時の消費税抜き価格を記入すること。 

ハ．取得年月日 

検収年月日を記入すること。 
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ニ．保管場所 

設置・保管されている研究機関名、部署、住所等を記入すること。 

ただし、助成研究者の所属研究機関に既に寄付済みの場合に限り、記入は不要。 

ホ．寄付の有無 

助成研究者又は研究分担者の所属研究機関に既に寄付済みの場合には「有」、まだ寄付して

いない場合には「無」を記入すること。 

なお、まだ寄付していない場合には、速やかに寄付すること。 

ヘ．備考 

特記事項がある場合には、記入すること。 

※該当する財産がない場合でも、表中をブランクのまま、両様式とも必ず提出すること。 

 

（４）年度末中間検査及び確定検査 

ＮＥＤＯは、会計年度末及び助成事業完了時には、受理した実績報告書等に基づき、検査対象決

算期間（当該年度）の助成金の決算額及びそのうちの直接経費の内容等について、年度末中間検

査及び確定検査を行う。 

当該検査は書面にて行うものとするが、助成研究者及び研究機関は、ＮＥＤＯが、当該検査のた

めに、必要と認めて当該執行に関するエビデンス（経理処理書類、関係書類等）の提出を要求し

たとき、実績報告書等及びエビデンスの内容について問い合わせを行ったときには、その指示に

従い、遅滞なく対応すること。 

 

（５）助成金の額の確定通知（ＮＥＤＯ → 助成研究者） 

概要 ＮＥＤＯは、年度末中間検査及び確定検査の結果、受理した実績報告書等に係る助

成事業の実績が助成金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認め

たときは、検査対象決算期間（当該年度）及び助成事業開始から完了までの助成金

の額（直接経費及び間接経費）を確定する。 
なお、助成事業完了時には、様式第１３の助成金の額の確定通知書を助成研究者に

送付する。 
送付書類 □（様式第１３）助成金の額の確定通知書 
備考 助成研究者は、送付書類のコピーを経理担当者（経理責任者）に配付すること。 
交付規程条項 （助成金の額の確定）第 15 条第 1 項 

 

※ＮＥＤＯは、助成事業の期間中及び助成事業が完了した日の属する年度の翌年度以降 5 年間、必要と

認めたときには、年度末中間検査及び確定検査により会計年度及び助成事業開始から完了までの助成

金の額（直接経費及び間接経費）を確定した後であっても、助成金の決算額及びそのうちの直接経費

の内容等について、実地検査を行うことがある。 

助成研究者及び研究機関は、ＮＥＤＯの指示に従い、これに対応、協力すること。 

 

※助成研究者及び研究機関は、助成金の執行について、対外的な説明を行う必要がある場合には、各手

続きに係るＮＥＤＯからの送付書類及びＮＥＤＯあての提出書類並びに助成金の執行に関するエビデ

ンス（経理処理書類、関係書類等）等をもって対応すること。 
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６．成果発表届出、研究成果報告、受賞報告 

 

（１）成果発表届出（助成研究者 → ＮＥＤＯ） 

助成研究者及び研究分担者は、助成事業による研究成果について、学会等での発表又は学術誌等

への掲載等により、可能な限り公表すること。 

ただし、特許等の可能性がある（産業財産権等の価値がある）発明が含まれる研究成果を、特

許等の出願前に公表した場合には、公知の事実となり、その後に出願しても特許等として認め

られない可能性があるため、注意すること。 

なお、公表に当たっては、ＮＥＤＯの助成事業による研究成果である旨を必ず明示すること。 

※助成事業の表記（和文名、英文名）は以下のとおり（年度は採択年度）とする。 

和文名：平成  年度産業技術研究助成事業 

英文名：Industrial Technology Research Grant Program in XXXX（西暦） 

［例］This study was supported by Industrial Technology Research Grant Program 

in XXXX from New Energy and Industrial Technology Development Organization 

(NEDO) of Japan. 

概要 助成研究者は、ＮＥＤＯが指示する時期（原則として会計年度毎に 2 回）に、助成

事業による研究成果について、学会等又は学術誌等で公表した場合、将来の公表予

定が既に決定している場合には、様式第２２の成果発表届出書をＮＥＤＯに提出す

る。 

ただし、以下の場合には、ＮＥＤＯからの指示の有無にかかわらず、原則として、

事前に成果発表届出書を提出すること。 

イ．著名な学術誌での論文発表の場合 

学会誌等への論文発表は先ず論文を投稿して採択となったのち掲載となる。 

著名な学術誌（当該技術分野の学術誌の中でトップレベルのＩＦの高い論文へ

の掲載）への採択の通知があったときには、その時点でメール等でＮＥＤＯの

担当者まで連絡すること。 

もし通知がない場合は、掲載後速やかに届出を提出すること。 

ロ．著名な表彰を受賞した場合 

各種表彰制度の受賞は、通常、先ず自薦・他薦等により申請し、受賞となった

場合に受賞の内定連絡がある。 

著名な表彰制度（省庁、財団、社団、新聞社等が実施している表彰制度の受賞。

学会賞を除く。）から受賞した際は内定連絡を受けた際、メール等でＮＥＤＯの

担当者まで連絡すること。 

機関推薦が必要な表彰制度についてＮＥＤＯからの推薦を希望する場合はメー

ル等でＮＥＤＯの担当者に相談すること。 

ハ．新聞・ＴＶ発表の場合 

取材の後に紙面掲載、ＴＶ放映となるのが一般的であるため、取材申込みを受

けたときに、メール等でＮＥＤＯの担当者まで連絡すること。 

ニ．所属研究機関等からのプレスリリースの場合 

所属研究機関等からのプレスリリースは、助成研究者等から所属機関の広報担

当課への申請、あるいは広報担当課からの依頼により、プレスリリースに向け

た準備が始まり、承認されればプレスリリースとなる。 

助成成果のプレスリリースを行う際は、事前にメール等でＮＥＤＯの担当者ま

で連絡すること。 
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特段の事情が無い限り、共同プレスリリースを行うことを原則とし、プレスリ

リース資料のクレジット（発信元の機関名）にもＮＥＤＯを入れることとする。

※成果発表届出書は、助成事業の期間中及び助成事業が完了した日の属する年度の

翌年度以降 5 年間、提出すること。 
提出書類 □（様式第２２）成果発表届出書 

※原則として、電子ファイルにて提出（メールに添付）すること。 
「紙」にて提出した場合であっても、別途、電子ファイルにて提出（メールに

添付）提出すること。 
※発表論文、掲載論文などの公表資料の提出は不要。 
ただし、研究成果報告、中間評価、事後評価等の際、提示を要求することがある

ので、整理、保存すること 

備考 助成研究者は、提出書類のコピーを経理担当者（経理責任者）に配付すること。 
交付規程条項 （研究成果の発表の届出）第 26 条 

 

提出書類作成要領 

 

イ．日付は成果発表届出書の提出日とすること。 

ロ．「平成  年  月  日付け  度新エネ研第       号」には、助成金交付決定通知書の右上の

日付及び文書番号を記入すること。 

ハ．成果発表届出書の項目(1)～(16)の記入要領は、以下のとおりとする。 

なお、印刷した際に、記入した内容が全て印字されるよう、適宜 Excel の行・幅等を調整

すること。 

(1) プロジェクトＩＤを半角で記入すること。 

(2) 助成研究者の氏名を漢字で記入すること。 

(3) 発表題目を記入すること。 

(4) 以下の公表形態番号（1.～7.）から選択して記入すること。 

受賞、ＴＶ報道、新聞掲載や専門雑誌・便覧等への掲載等、下記の種別に該当するも

のがない場合には、「7.」を選択すること。 

1．査読付英文論文（Proceeding 含）の掲載 

2．査読付和文論文の掲載 

3．査読無英文論文（Proceeding 含）の掲載 

4．査読無和文論文の掲載 

5．学会・講演会・技術セミナー等での発表 

6．マスコミ（新聞・テレビ等）への発表 

7．所属研究機関からのプレスリリース等 

(5) 発表先名称を記入すること。 

［例］第 64 回応用物理学会学術講演会、○○新聞△月△日付け朝刊□面紙上 

(6) 海外の学術雑誌等、インパクトファクター（ＩＦ）を有する論文誌に発表された場合

には、発表先名に続けて括弧書きでＩＦを記入すること。 

［例］Chemistry of Materials, Vol.**, No.*, p***-*** (200X) (IF=4.818) 

(7) 発表先の主催者機関の名称を 50 字以内で記入すること。 

［例］社団法人応用物理学会 
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(8) 口頭発表日、論文掲載日、記事掲載日等、成果を発表した日（あるいは発表予定日）

を 10 桁で記入すること。 

［例］2009.01.20 

月間雑誌へ誌上発表する場合においては、○○○○年○○月号（△△号）等の

記入でも可。 

(9) 発表者の所属研究機関の名称を 50 字以内で記入すること。 

なお、発表者が複数いる場合には、主たる発表者や論文の筆頭著者又は主となる者の

所属研究機関を記入すること。 

(10) 発表者の役職を記入すること。 

なお、発表者が複数いる場合には、主たる発表者や論文の筆頭著者又は主となる者の

役職を記入すること。 

(11) 発表者の名前を記入すること。 

なお、発表者あるいは論文の著者が複数名いる場合には、主たる発表者や論文の筆頭

著者を先頭にして全員について記入すること。 

(12) 国際標準への寄与が期待される案件の場合には「有」、国際標準とは関連性が無い案

件の場合には「無」を記入すること。 

(13) 国際標準への寄与が「有」の場合は、寄与の内容を簡単にこちらに記入すること。 

その他補足すべき事項がある場合や上記の項目で文字数制限により記入しきれなか

った情報がある場合も、こちらに記入すること。 

(14) 過去に届出済みの場合には「有」、今回新規に届け出る案件については「無」を記入

すること。 

(15) 発表資料中の謝辞欄等に、助成事業の成果である旨を記入した場合には「有｣、記入

しなかった場合には「無」を記入すること。 

(16) 前項の「謝辞の有無」にて「無」を記入した場合には、本発表内容と助成事業の成果

との関連性の説明を記入すること。 

 

（２）研究成果報告会 

イ．助成研究者は助成事業期間終了前または終了後に、産業界向けにＮＥＤＯの研究成果報告会

で研究成果の報告を行う。 
ロ．研究成果報告会に関する詳細は別途ＮＥＤＯより連絡する。 

研究成果を記載した成果パンフレット等を作成し、これを広く周知することでこれに替える

場合もある。 

 

（３）研究成果報告（助成研究者 → ＮＥＤＯ） 
概要 研究成果報告書は、当該事業が完了した日から 60 日以内に提出。 



 30

提出書類 
 
 
 
 
 
 

□研究成果報告書の提出について・・・・・・・・・・・1 部（様式第１２） 
□ＣＤ－Ｒ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１枚（様式第２７，２８，２９） 
 （研究成果報告書全文のｐｄｆファイル、和文要約ｔｘｔファイル、英文要約ｔｘｔファイル

を納めた記録メディア） 
□上記研究成果報告書（電子ファイル）を印刷出力したもの ・・・1 部  

※ ＣＤ－Ｒでの提出が困難な場合およびpdfファイル化が困難な場合は事前に必ずＮＥＤ

Ｏに連絡のこと。 

事務手続 
 
 

□助成研究者名でＮＥＤＯへ提出。助成研究者印必要。 
□報告書には、作成形式手順あり。 
□記録メディアには、研究成果報告書の内容をすべて保存 

作成にあた

っての注意 
 
 
 
 

□研究成果報告書は公開される。したがって研究成果に未出願の特許、ノウハウ等の知的財産価

値のある内容が含まれている場合は、本報告書に記載する必要はない。 
□研究成果報告書は当該年度に係る研究成果を記載。 
ただし、最終年度の時は初年度から最終年度までの研究成果を記載。 

□研究成果報告書は、当該事業が完了した日から６０日以内に提出。 
□研究成果報告書の提出が期限までに行われない場合は、助成金を返還してもらう場合があるの

で注意。 
□本文の総ページ数は８ページ程度とする。（ただし、最終年度の時は２５ページ程度とする） 
□本文は日本語で作成する。 
□研究開発実施計画と照らし合わせて成果に過不足があれば、そのことに言及。 

規程 第１０条第１項第２１号、第１４条 

 

提出書類作成要領 

 

①研究成果報告書の構成 
研究成果報告書の記載項目は次のとおりとする。研究成果報告書には、研究成果報告書概要・日本語版

（様式第２８）及び研究成果報告書概要・英語版（様式第２９）を必ず入れる。 

a.表紙（様式第２７） 

b.研究成果報告書概要・日本語版（様式第２８） 

c.研究成果報告書概要・英語版（様式第２９） 

d.当該年度の成果をまとめた本文（ただし、最終年度の時は初年度から最終年度までの成果を記載す

ること） 

本文の内容は以下の項目を含む。また、本文の総ページ数は８ページ程度。 

（ただし、最終年度の時は２５ページ程度）。 
・ プロジェクトＩＤ番号、研究期間（当該年度。最終年度の場合は全期間） 
・ 研究開発テーマ名 

・ 助成研究者名と所属研究機関名、並びに研究分担者名と所属研究機関名 

・ 成果報告本文 

①はじめに：研究の背景・経緯や目的等を記述 

②研究開発の内容：実験方法、成果等を記述 

③考察：考察を記述 

④まとめ：まとめを記述 
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⑤今後の展望：課題、今後の進め方、謝辞等を記述 

・ 引用文献 

・ キーワード 

・ 研究成果外部発表等 

・ 特許等 

 
②ＣＤ－Ｒの作成要領 
１枚のＣＤ－Ｒに「研究成果報告書」のｐｄｆファイルを入れる。 

様式第２８に記入した成果の要旨（平成○○年度分のみ）を抜き出したｔｘｔファイルを入れる。 

様式第２９に記入した Summary of the Results（FYxxxx）を抜き出したｔｘｔファイルを入れる。 

 

③ファイル名の付け方 
提出するＣＤ－Ｒに納めるファイル名は次のようにする。 

ａ．研究成果報告書のＰＤＦファイル名 

「プロジェクトＩＤ」＋「.pdf」 

ｂ．研究成果報告書概要・日本語版のｔｘｔファイル名 

「jg」＋「プロジェクトＩＤ」＋「.txt」 

ｃ．研究成果報告書概要・英語版のｔｘｔファイル名 

「eg」＋「プロジェクトＩＤ」＋「.txt」 

 

（４）受賞報告 

研究成果に対する学会賞等の受賞があった場合には、以下の情報をＮＥＤＯの担当者あてにメー

ル等にて報告すること。 

①受賞名（ｅｘ．○○優秀賞） 

②受賞件名（対象となった論文名、研究内容など） 

③主催者（ｅｘ．○○学会等） 

④受賞日 

⑤受賞者（所属機関、役職、氏名） 

⑥プロジェクトＩＤ 
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７．中間評価(研究開発期間 4年の研究テ－マを対象) 

 
実施時期 
 

□ＮＥＤＯは、助成事業期間 4 年の研究テ－マを対象とし、研究 2 年目が終了する前に中間評

価を行う。 
□様式・提出期限等はＮＥＤＯの指示に従うこと。 

実施概要 
 

□募集区分 A、B は中間評価ゲ－ト方式であり、中間（ステ－ジⅠ）評価の評価項目は下記。

①民間企業との連携、②研究進捗状況、③成果発表・特許、④産業応用・実用化等。 
なお、①民間企業との連携では、共同研究契約等の契約締結に至っていない場合は、評価

が低くなる。また、③成果発表・特許では、特許出願がなければ、評価が非常に低くなる。

□募集区分 C、E の中間評価の評価項目は、①研究進捗状況、②成果発表・特許等。 
備考 □中間評価の評価結果を助成研究者に通知する。 

□中間評価の結果により、募集区分 A、B の場合、次の 2 年間（ステ－ジⅡ）に進める研究テ

ーマは 7 割程度の件数（評価により変動）に厳選する。 
□募集区分 C、E に関しては、中間評価結果により、研究進捗・成果に著しく不芳な点が見受

けられる場合、助成事業を廃止にする場合がある。 
□平成 18 年度以降採択の助成研究者向けの中間評価の方法については、別途 NEDO より指示。

□研究開発期間 4 年（募集区分 C、E を除く）の場合、優れた研究成果をあげて、発展の見込

まれる研究テ－マと NEDO が認め、かつ研究代表者が希望し、予算措置が可能なときは、研

究開発期間を延長する場合がある。 
□研究開発期間 2 年の場合は中間評価は実施しない。 
□その他、NEDO は助成事業が適正に遂行されていることを確認する実地調査を適宜実施す

る。 
規程 第 25 条 
 

８．事後評価、追跡調査・評価 

 

実施時期 
 

□ＮＥＤＯは、助成事業期間終了後、事後評価及び追跡調査・評価、並びに助成金に係る評価

を行う。 
□様式・提出期限等はＮＥＤＯの指示に従うこと。 

実施概要 
 

□事後評価における評価項目は下記。 
①目標の達成度、②成果の意義・波及効果、③特許・成果発表、④成果の実用化等。 

備考 □事後評価の評価結果は、助成研究者に通知するとともに NEDO ホ－ムペ－ジ上で公開する。

□各評価方法については、別途 NEDO より指示する。 
規程 第 25 条第 5 項 
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Ⅲ．研究機関の経理責任について 

 

（１） 経理実務について 

産業技術研究助成事業は、平成１９年度より助成金に係る経理責任を助成研究者の所属研究機

関に課しています。 
従って、助成金の経理担当部門及び研究機関は、間接経費の受入の可否にかかわらず、研究機

関の規程等に則った助成金の適正な執行のため、下記のような助成金の経理処理に関する業務

を行ってください。 
ただし、助成金の管理責任については、助成研究者も負います。 
助成研究者は必ず助成金に係る事項について常に状況を把握しておくことが重要です。 
① 助成金で購入する設備、消耗品、物品等の発注、契約、検収、支払に関する業務。 
② 助成金の預金口座の管理に関する業務。 
③ 助成金の予算執行、管理に関する業務。 
④ 会計帳簿の記帳に関する業務 
⑤ 助成金に係る収支決算報告書の作成に関する業務。 
⑥ 助成金に係る関係書類（領収書等を含む）の保管に関する業務。 
⑦ 助成費で取得した設備機器の管理に関する業務。 
⑧ 助成業務の経理処理に係るＮＥＤＯとの連絡に関する業務。 
⑨ 助成事業終了後（５年間）の上記①～⑧に係る帳票等の保管及び実地調査の対応に関する業

務。 
 

（２） 口座の一括管理について 

複数の助成研究者を抱える研究機関においては、経理責任者名義の口座で一括管理することが

できる。ただし、できるだけＮＥＤＯ産業技術研究助成事業助成金だけとする。 
また、実績報告書を提出する際に支払内容を証するため、経理責任者の証明を記する経費の使

用状況が確認できる書類（収支簿）を提出する必要がある。 
 

（３）助成金の経理処理 
概要 経理事務については、必ず所属研究機関の事務局へ委任（経理事務の委任については前項参照）

するが、助成金の経理については、助成研究者も責任を負う。他の助成金、資金等と混同する

ことなく管理すること。 

備考 
 
 
 

 

（直接経費） 
助成研究者は、研究費の支出状況を常に把握し、効率的な経費の支出につとめるとともに、研

究チームは指定された助成事業の遂行以外の目的に本助成金を使用することなく、研究活動に

効果的に使用する。 
 
（間接経費） 
所属機関長の責任の下で適正に執行されるもの。 

規程 第１０条等 
 
 
 

（４）振込口座 
口座名義 □機関口座の名義で作成（経理責任者名義による一括管理可） 
口座の変更 □口座・口座名義の変更が生じたらすみやかにＮＥＤＯに通知を提出することを忘れずに行

う。：様式第２４ 
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備考 □助成金は、事業年度末までに、研究費として計画通り執行する。 
□預金口座の変更をする場合、NEDO に変更通知（様式第２４）を提出すること。 
□他の助成金と混同することなく管理すること。 

 
（５）証拠書類の整備 
概要 
 

□助成金を取り扱う場合は、会計帳簿を作成し、支出した時には、領収書等の証書類を保管す

る。 
□助成研究者（所属機関）は、研究チームの会計に関する書類を助成事業期間が完了した日の

属する会計年度以降５年間保存。なお、研究期間の途中で助成研究者が機関異動する場合は、

助成金を執行した各所属機関がそれぞれ原本を保管し、異動元機関は執行した証拠書類のコ

ピーを異動先機関へ渡す。 
また、研究期間終了後に助成研究者が異動した場合は、終了時の所属機関で証拠書類を保管

する。 
規程 第１０条第１項第７号 

 
（６）取得財産の管理について 
概要 助成研究者は、当該助成事業による取得財産について助成事業の完了後においても管理義務を

負う。 
管理基準 □取得価格が単価５０万円(税抜き価格)以上の機器・設備等を対象。 

□これらの機器・設備は、一定期間処分が制限されている。 
取得財産の

取り扱い 
□取得財産は、本来助成研究者に帰属するが、購入機器等の設置及び使用につき管理体制を整

備するうえからも、助成研究者は購入後速やかに助成研究者等の所属機関に寄付するものと

する。 
□処分を制限された取得財産を処分する際には、様式第１５を事前に NEDO に提出し承認を得

ることが必要。 
提出書類 （所属機関に寄付） 

□提出書類なし 
（取得財産を売却する場合） 
□産業技術研究助成事業費助成金に係る財産処分承認申請書・・・・・・・（様式第１５） 
上記書類を事前に NEDO に提出し、承認を得ることが必要。 

備考 
 

□処分制限期間経過後の取得財産、及び寄付後の財産の処分については、所属機関の規程に従

う。NEDO の承認は必要なし。 
購入手続き 
 

□機器・設備等の購入手続きについて、助成研究者は原則所属機関の規程に従う。 
□１契約 200 万円以上の機器・設備等の購入を行う場合には、二者以上による見積合わせを行

う。 
提出書類 □実績報告書と一緒に、取得財産等管理明細表(様式第１４，１４－１)を提出。 
規程 第１０条第１項第１８・１９号，第１６条，第１７条 
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Ⅳ．産業技術研究助成事業における間接経費の取り扱い 

（１）導入の趣旨 競争的資金による研究の実施に伴う研究機関の管理等に必要な経費を、直接経費に対する一

定比率で手当することにより、競争的資金をより効果的・効率的に活用する。また、間接経

費を競争的資金を獲得した研究者の研究開発環境の改善や研究機関全体の機能向上に活用

することにより、研究機関間の競争を促し、研究の質を高める。 
競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針の「間接経費導入趣旨」より。なお間接経費の定義等は競争的資金の

間接経費の執行に係る共通指針を参照のこと。 

（２）被配分機関

の要件 
 

①研究機関の管理部門（経理部署又は経理担当者を含む）において助成研究者から助成金（直

接経費）管理に必要な経理実務等の委任を受け、助成金を適正に管理するとともに、産業

技術研究助成事業費助成金交付規程における各種手続を助成研究者に代わり行うことが

できること。 
②競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針に基づき、競争的資金に係る間接経費執行実

績報告書（共通指針の別紙様式を参照）を定められた期限までに提出すること。また本助

成事業に該当する間接経費の内訳についても同様の提出ができること。 
③年度途中において、助成研究者が他の研究機関に異動する場合又は研究を廃止する場合

に、助成研究者へ間接経費の返還ができること。 
④被配分機関は機関の予算として間接経費を管理すること。 
⑤上記のほか、競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針に従い適切な執行を行うことが

できること。 
 
＊直接経費及び間接経費を適正に執行するため、助成研究者と研究機関の経理委任関係、直

接経費及び間接経費に係る各種手続き等について機関内規程等を整備することが望まし

い。 

（３）間接経費の

受け入れ決定等 
①被配分機関によっては、間接経費の受入ができない研究機関がある（別表２参照）ので留

意すること。 

（４）間接経費の

取り扱い 
 

①被配分機関は間接経費導入の趣旨を踏まえ、当該経費の使用に当たり、被配分機関の長の

責任の下で、計画的かつ適正に執行するとともに、使途の透明性を確保すること。 
②間接経費の使途は、競争的資金を獲得した被配分機関において、当該研究遂行に関連して

間接的に必要となる経費であって、使途の判断は当該研究機関の長に委ねられること（共

通指針より）。なお、共通指針の別表１における例示以外の使用も可能であるが、使途に

ついては、社会通念に照らして判断すること。 
③年度途中に助成研究者が他の研究機関に異動する場合又は研究を廃止する場合には、既に

納付済みの間接経費の一部（異動先で使用する直接経費の３０％又は研究を廃止する直接

経費の３０％）は原則として助成研究者に返還すること。（手続についてはⅡ－３－（３）

助成研究者の異動に伴う間接経費等の手続き図参照のこと。） 
④被配分機関は、共通指針に基づき間接経費の使用実績を報告すること。 
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（５）間接経費の

額の算出方法に

ついて 
 

間接経費の額の算出方法については、原則として、被配分機関において適正な執行として

認められた研究費（直接経費）の３０％に相当する額を確定額とする。具体的には、次のよ

うに扱うこととする。 
①当該事業年度において助成研究者の異動がなく、研究費を総て執行した場合。 
・助成研究者が研究機関へ支払った額を確定額とする。 

②当該事業年度途中で助成研究者が異動した場合。 
・異動前の所属機関で執行できる額は、異動前に執行した研究費の３０％に当たる額とす

る。なお、当該年度における間接経費の決定額は、異動前及び異動後に執行した研究費の

合計額の３０％相当の額となる。 
③当該事業年度途中で研究を廃止した場合 
・研究の廃止までにおける研究費の確定額の３０％に当たる額 

④当該事業年度において研究費に未執行額がある場合 
・研究費の確定額の３０％に当たる額 

 
 
（６）間接経費受

入事務の流れ 
下図参照 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 様式 備      考 
① 様式第２ 助成金の交付申請（間接経費含む） 
② 様式第３ 助成金の交付決定通知。直接経費及び間接経費が明示 

③ 様式第１０ 交付決定通知書に記載された、直接経費及び間接経費を NEDO に請求 
④  助成研究者の指定した口座に振り込み。 

 

助成研究者 

     ↓経理事務委任    

管理（経理）部門

研究機関 

 
 

ＮＥＤＯ 

②交付決定通知

③概算払請求書 
④助成金支払 

⑤
間
接
経
費
納
付 

⑥実績報告

⑦額の確定 

⑧間接経費執行実績報告 

⑨間接経費実績報告 
（産業技術研究助成事業における） 

④振込みの通知 

①交付申請 
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（７）間接経費執行実績報告について 

 「競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針（平成１３年４月２０日付け及び平成１７年３月２３日付

け競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ）」及び助成金交付規程第１０条第１項第１１号に基づき、

所属機関の長は毎年度の間接経費使用実績を翌年度６月３０日まで、又はＮＥＤＯが必要と認めて指示した

ときは、競争的資金に係る間接経費執行実績報告書（様式第７）をＮＥＤＯに報告。またＮＥＤＯは、必要

に応じて産業技術研究助成事業に係る間接経費執行実績報告書の提出を求めることがある。 

 ＮＥＤＯから特段の指示がない限り、通常は実績対象期間は他の配分機関と同一とし、ＮＥＤＯ以外のす

べての競争的資金も含めた実績報告書を提出すればよい。（前年４月から当年３月の会計年度分が対象とな

る。） 

 
 

振込を行った旨は、NEDO は助成研究者所属機関の経理担当者に連絡 
⑤  機関指定の支払方法による。 

⑥ 様式第６ 実績報告書提出 
⑦ 様式第１３ 直接経費及び間接経費の額の確定 
⑧ 様式第７ 競争的資金に係る間接経費執行実績報告書（６月３０日提出期限） 
⑨  NEDO が要求した場合「産業技術研究助成事業に係わる間接経費執行実績報告書」

の提出 
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（参考） 

（参考）競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針 
 

                            平成１３年４月２０日 

競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ 
 

１． 本指針の目的 
  間接経費の目的、額、使途、執行方法等に関し、各府省に共通の事項を定めることにより、当該経費の効果

的かつ効率的な活用及び円滑な運用に資すること。 
２． 定義 
「配分機関」  …競争的資金の制度を運営し、競争的資金を研究機関又は研究者に配分する機関。 
「被配分機関」…競争的資金を獲得した研究機関又は研究者の所属する研究機関。 
「直接経費」 …競争的資金により行われる研究を実施するために、研究に直接的に必要なものに対し、競争的資

金を獲得した研究機関又は研究者が使用する経費。 
「間接経費」…直接経費に対して一定比率で手当され、競争的資金による研究の実施に伴う研究機関の管理等に

必要な経費として、被配分機関が使用する経費。 
 
３． 間接経費導入の趣旨 

 競争的資金による研究の実施に伴う研究機関の管理等に必要な経費を、直接経費に対する一定比率で手当

することにより、競争的資金をより効果的･効率的に活用する。また、間接経費を競争的資金を獲得した研究

者の研究開発環境の改善や研究機関全体の機能の向上に活用することにより、研究機関間の競争を促し、研

究の質を高める。 
 
４． 間接経費運用の基本方針 
配分機関にあっては、被配分機関において間接経費の執行が円滑に行われるよう努力すること。また、間接経費

の運用状況について、一定期間毎に評価を行うこと。 
配分機関にあっては、間接経費の使用に当たり、被配分機関の長の責任の下で、使用に関する方針等を作成し、

それに則り計画的かつ適正に執行するとともに、使途の透明性を確保すること。なお、複数の競争的資金

を獲得した被配分機関においては、それらの競争的資金に伴う間接経費をまとめて効率的かつ柔軟に使用

すること。 
 
５． 間接経費の額 

間接経費の額は、直接経費の３０％に当たる額とすること。この比率については、実施状況を見ながら必

要に応じ見直すこととする。 
 

６． 間接経費の使途 
間接経費は、競争的資金を獲得した研究者の研究開発環境の改善や研究機関全体の機能の向上に活用する

ために必要となる経費に充当する。具体的な項目は別表１に規定する。 
なお、間接経費の執行は、本指針で定める間接経費の主な使途を参考として、被配分機関の長の責任の下

で適正に行うものとする。 
 

７． 間接経費の取り扱い 
間接経費の取り扱いは、被配分機関及び資金提供の類型に応じ、別表２の分類に従うこと。 
 

８． 報告 
被配分機関の長は、毎年度の間接経費使用実績を翌年度の６月３０日までに、別紙様式により配分機関に報

告すること。 
９． その他 

本指針に定めるものの他、間接経費の執行･評価に当たり必要となる事項については、別途定めることとする。

また、本指針は、今後の執行状況を踏まえ、随時見直すこととする。 
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（参考） 
 

     競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針における間接経費 
の主な使途の例示について  

 
平 成 １ ７ 年 ３ 月 ２ ３ 日 
競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ 

 
 

１．趣旨 
競争的資金における特許関連経費の取扱いについては、「知的財産戦略について」（平成１６年５月２６日

総合科学技術会議決定）及び「知的財産推進計画２００４」（平成１６年５月２７日知的財産戦略本部決定）

において、競争的資金等における間接経費の一部を特許関連経費に充当できることについて明確化し周知す

ること等とされたところである。 
このため、競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針（平成１３年４月２０日競争的資金に関する関係

府省連絡会申し合わせ。以下「指針」という。）を改正し、間接経費に特許関連経費が含まれることを明確化

する。 
 
 
２．改正内容 
本指針の間接経費の主な使途の例示（別表１）のうち「研究部門に係る経費」の内訳に「特許関連経費」

を追加する。 
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(別表１) 

（別表１）間接経費の主な使途の例示 

 
 被配分機関において、各機関長の判断の上で執行される予算であるが、当該研究遂行に関連して間接的に

必要となる経費のうち、以下のようなものを対象の候補例としてあげる。 
 
○ 管理部門に係る経費 

－管理施設・設備の整備、維持及び運営経費 
－管理事務の必要経費 
 備品購入費、消耗品費、機器借料、雑役務費、人件費、通信運搬費、謝金、 
国内外旅費、会議費、印刷費 

など 
 

○ 研究部門に係る経費 
－共通的に使用される物品等に係る経費 
 備品購入費、消耗品費、機器借料、雑役務費、通信運搬費、謝金、国内外旅費、 
会議費、印刷費、新聞・雑誌代、光熱水費 

－当該研究の応用等による研究活動の推進に係る必要経費 
 研究者・研究支援者等の人件費、備品購入費、消耗品費、機器借料、雑役務費、 
通信運搬費、謝金、国内外旅費、会議費、印刷費、新聞・雑誌代、光熱水費 

  －特許関連経費 
  －研究棟の設備、維持及び運営経費 
  －実験動物管理施設の整備、維持及び運営経費 
  －研究者交流施設の整備、維持及び運営経費 
  －ネットワークの設備、維持及び運営経費 
  －大型計算機（スパコンを含む）の整備、維持及び運営経費 
  －大型計算機棟の整備、維持及び運営経費 
  －図書館の整備、維持及び運営経費 
  －ほ場の整備、維持及び運営経費 
  など 
 
○ その他の関連する事業部門に係る経費 
  －研究成果展開事業に係る経費 
  －広報事業に係る経費 
  など 
 
※上記以外であっても、研究機関の長が研究課題の遂行に関連して間接的に必要と判断した場合、執行する

ことは可能である。なお、直接経費として充当すべきものは対象外とする。 
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（別表２） 

（別表２）被配分機関の種類等による間接経費の取り扱い整理表 
 

＊留意点：  配分機関により、運用は異なることがある（民間企業の取り扱い等）。 

 

被配分機関の種類 資金提供の形態 

委託費 

（政府出資金等） 
個人補助金 

（国庫補助金） 
機関補助金 

（国庫補助金） 
支出委任 

（国研所管省庁一般会

計） 
国立大学、大学共同

利用機関等 
受託機関に国立学校特別

会計の（項）産学連携等研

究費（目）産学連携等研究

費として配分 

 

※出資金事業等、地球環境研

究総合推進費 

研究者から所属機関に納

付 

所属機関に国立学校特別

会計の（項）産学連携等研

究費（目）産学連携等研究

費として配分 

※科研費、ミレニアム公募等 

 文部科学省から被配分機

関に一般会計の（項）科

学技術振興調整費として

配分 

 

 

※振興調整費 

国立試験研究機関

等 
年度途中における予定外

の受託が出来ないため、そ

の際は配分不可能 

 

研究者から所属機関に納

付しても、それに連動する

歳出科目が無いため配分

不可能 

 国研所管省庁から被配分

機関に一般会計の（項）

科学技術振興調整費等と

して配分 

 

※振興調整費、地球環境研究

総合推進費 
独立行政法人 委託者から受託者に配分 

 

※出資金事業、振興調整費等 

研究者から所属機関に納

付 

 

※科研費、ミレニアム公募等

国から被配分機関

に配分 
 

公立大学、公設試験

研究機関 
委託者から都道府県等に

配分（都道府県議会等にお

ける予算の審議を経て執

行） 

 

※出資金事業、振興調整費等 

研究者から所属機関への

納付を経て都道府県等に

配分（都道府県議会等にお

ける予算の審議を経て執

行） 

 

※科研費、ミレニアム公募等

国から都道府県等

に配分（都道府県

議会等における予

算の審議を経て執

行） 

 

特殊法人、公益法

人、 

民間企業、私立大学 

委託者から受託者に配分 

 

※出資金事業、振興調整費等 

研究者から所属機関に納

付 

 

※科研費、ミレニアム公募等

国から被配分機関

に配分 

 

※ミレニアム公募等 
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Ⅴ．その他 

 
（１）特許申請について 
概要 助成事業に基づく発明・考案等に関して、産業財産権等を出願および取得した場合、または、

それらを譲渡し若しくは実施権を設定した場合には、NEDO に届出が必要になる 
提出書類 □産業財産権等届出書・・・・・・・・・・・・・・・・(様式第８) 

提出期限 当該年度の終了後３０日以内。 
助成年度終了後５年間提出が必要。 

備考 □出願もしくは取得かどちらかに○をすること。 
□譲渡または実施権の設定の場合はどちらかに○をすること。 
□当該研究により生じた成果は研究者に帰属。 
□研究チームの知的所有権の取り扱いは、原則として助成研究者又は研究分担者が所属する研

究機関の規程に従う。 
□特許申請が、研究期間各年度内に発生したものについては、当該権利の個人に帰属する割合

に応じて、要する経費を特許関係費用として直接経費で支出可能。但し、維持管理費等は支

出計上不可。（直接経費で支出できないものは間接経費で支出できる場合もある） 
□研究グループ以外の者が発明者に加わる場合、その発明に対し、貢献があれば共同出願可能。

□特許出願において、権利委譲等が発生する場合、所属研究機関の規程に従う。 
規程 規程第１０条第１項第１７号 

 
（２）成果の収益納付 
提出書類 
 

□収益状況報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(様式第２３) 
（当該事業に係わる過去１年間の収益状況について報告） 

提出事由 □助成事業の研究成果に関し産業財産権等の譲渡等により相当の収益が生じた場合 

提出期限 □毎会計年度終了後２０日以内 
備考 □法令、交付規程等の規程に従って、交付された助成額の全部又は一部に相当する金額を  Ｎ

ＥＤＯへ納付していただく場合がある。 
規程 第１０条第１項第２２号，第２８条，第２９条 

 
（３）交付決定の取り消しによる助成金の返還等 
助成金返還

事由 
 

□研究代表者もしくは研究チームが、法令、交付規程、交付決定通知書に付された条件等に違

反した場合。 
□変更計画承認の内容によっては、例えば研究チームの人数が減る等で当初の研究計画より規

模が縮小され、助成金として必要な額が減少すると認められる場合等。 
備考 
 

□交付の決定が取消された場合、取消に該当する部分の助成金を返還しなければならない。 
□助成金が減額された場合は、減少部分の助成額を返還しなければならない。 
□返還の際の手続きについては、ＮＥＤＯが別途指示。 

規程 第１９条，第２０条、第２１条 

 
（４）その他（文書作成にあたっての共通注意事項等） 

① これまでの手続きについては、NEDO は原則、助成研究者あてに連絡するが、必要に応じ直接経理担

当者あてに連絡する場合もある。 
② 提出された書類について、助成研究者あてに問い合わせ、修正の依頼等行うことがあり、出張等によ
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り助成研究者が不在になる場合、経理担当者の方に事務手続きを引き継ぐ等の対応をすること。 
③ 助成事業のスキームは、若手研究者または研究チームに助成金を交付するもので、NEDO の他の事業

とはスキームが異なるのでマニュアル等で確認すること。 
④ 本マニュアルに記載された様式の提出部数は、ＮＥＤＯから指示がない限り全て正１部。 
⑤ 様式に記載された助成研究者名の捺印は、全て助成研究者の個人印を捺印すること。所属機関の公印

等を押すと書類を受け付け不可となる（ただし、機関および機関長名義の捺印は公印）。 
⑥ 書類を送付する際に、複数の種類の書類を一度に送付することは極力避けること(例：研究成果報告書

と概算払請求書を一緒に同封する等)。また、提出期限のある書類については、翌朝着指定便や宅配便

等の確実に期限までに到着する方法を用いて提出すること。 
⑦ 本作成要領に記載されている様式等は、全て「産業技術研究助成事業」のみに適用し、運用上、様式

の一部分を変更している場合もあり、次年度以降、様式を変更することがあるので了承いただきたい。

また、ＮＥＤＯの他の事業とは、様式等が異なるので注意すること。 
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【参考資料１】 

産業技術研究助成事業の適正な実施ガイドライン 

 
産業技術研究助成事業は、優れた研究成果を得ることを目的として行っていますが、適正な研究遂行のた

め、経理処理も必要となります。ＮＥＤＯの助成事業の資源は、国民の税金であり、国民からの付託によっ

て、助成事業を実施していることになります。 
従って、助成金を使用する場合においては、経済性・効率性を充分に考慮した上で、適正な経理処理を行

ってください。また、当該研究遂行にあたり経理処理を行った書類をもって、発生した経費の妥当性を対外

的に説明できるように助成研究者は説明責務（アカウンタビーリティー）が求められます。 
 
(1)産業技術研究助成事業の研究遂行及び経理処理における基本的原則 
 ＮＥＤＯの助成事業における経費の計上においては、基本原則となる次の５つの項目を遵守して法令、大

学等の規程等に即した適正な経理処理を心掛けてください。 
 

【ＮＥＤＯの助成事業の研究遂行及び経理処理 ５原則】 
①経費計上は、当該研究に直接必要なものに限ります。 
研究目的に合致しないものはもちろんのこと、事業に直接使用したことが特定できない一般事務用品等

も計上できません。 
②経費計上は、事業期間中に発生したものが対象です。 
 発注、納品、検収、支払は、原則、事業期間中に行ってください。 
③当該研究費は、他の研究費及び事業と混同して使用しないでください。 
 複数の機関からの研究費をプールして使用しないでください。なお、同一のテーマについて、公的資金

の重複受給はできません。 
④経費の使用に際しては、経済性や効率性を考慮した調達を行ってください。 
 物品納入や外注契約に際しては、見積競争を行うなど、経費の経済的な観点から使用を心掛けてくださ

い。 
⑤当該研究に必要な経費を予定どおり執行し、申請書に掲げている当該研究計画を遂行してください。 
 産業技術研究助成事業は、前払いによる概算払いのため、助成研究者から当該研究に必要な額を請求い

ただき、当該研究を遂行することから、当該研究の進捗を管理してください。 

 
(2)産業技術研究助成事業における検査及び調査の実施 
 産業技術研究助成事業に関して実施される主な検査及び調査には、以下のものがあります。 
① ＮＥＤＯが助成研究者に対して行う検査及び調査(中間調査、確定検査、その他の調査、検査) 
② 助成研究者及び研究分担者に対して行う検査及び調査（中間調査、確定検査、その他の調査、検査) 
③ 会計検査院が、ＮＥＤＯに対して行う検査(期中検査、期末検査) 
 
(3)会計検査院による検査 
 会計検査院は、内閣府から独立した憲法上の機関として、国や法律で定められた機関の会計を検査し、国

の予算執行について適切な制度運営、会計経理が行われているように監督する機関です。 
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日本国憲法第９０条【法律抜粋】 
国の収入の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次年度に、その検査報告ととも

に、これを国会に提出しなければならない。 
第２項 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。 

 
① ＮＥＤＯは、会計検査院が必要な検査しなければならない機関(国会、裁判所ほか各省庁等及び関係法人)

に指定されおり、毎年２回(期中検査・期末検査)を受検しています。 
また、会計検査院から要請があれば、助成研究者、研究分担者等にも検査の対象となります。 

② 助成研究者及び研究分担者、機関（経理課）は、会計検査院から要請され、受検することになった場合

は、研究助成グループ技術担当者、経理担当者と緊密に連絡を取り合い、万全の体制で受検に臨んでい

ただくことになります。重要なことは、実施する当該研究内容については日頃から、正確性、合規性、

経済性、効率性及び有効性の観点その他(会計検査院法第 20 条 3 項抜粋)を念頭において事業を実施する

ことです。 
③ 会計検査院は、過去５年間に遡って検査を実施できることになっています。従って、ＮＥＤＯ交付規程、

大学等の定めにしたがい帳簿等の保存義務として事業終了後５年間保存しなければならないことを定め

ていますので、関係書類の整理・保存については、充分に留意してください。 
④ 会計検査は、次の観点から実施されます。 

(1) 正確性(決算の表示が予算執行の状況を正確に表示) 
(2) 合規性(会計経理が予算や法令、政令などに従って適正に処理されているか) 
(3) 経済性(研究費がより少ない費用で実施できないか) 
(4) 効率性(研究費が同じ費用でより大きな効果が得られないか) 
(5) 有効性(研究が所期の目的を達成しているか、またその効果を上げているか) 
(6) その他会計検査上必要な観点から検査を行う。 

⑤ 助成期間中の実施前、実施期間中、実施後に関わらず、問題、疑問が発生した場合には、速やかに研究

助成グループ技術担当又は経理担当にご相談くださるようお願いします。 
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【参考資料2】 

研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン 

（実施基準） 
貴重な国費を原資とする研究費に込められた国民の負託に応えるには、研究費が適正に管理され、研究者

が研究費を有効に活用して研究を円滑に進め、究極的には社会に還元できるような成果を上げていくことが

必要である。しかしながら現状では、多くの研究機関において機関が責任を持って適正な管理を行う環境や

体制が整っていないため、研究者が研究費の管理に係る事務処理に携わっており、それが研究費の不正使用

を生み出す温床となっていることは第 1 部で述べたとおりである。本ガイドラインは、この問題に対処する

ため研究機関が整備すべき研究費の管理・監査の基準として提案するものである。 
 

本ガイドラインは、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構から配分される、競争的資金を中心

とした公募型の研究資金（以下、第 2 部において「競争的資金等」という。具体的な制度は別添 1 のとおり）

について、配分先すべての機関においてそれらを適正に管理するために必要な事項を示したものである。第

1 節から第 6 節においては、それぞれの研究機関が実施するべき課題をテーマ別に記述し、第 7 節において

は、それらの課題の実施状況評価をめぐって独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構がとるべき

方策等を記す。 
 本ガイドラインの大前提にあるのは、次のような考え方である。 
 第 1 に、競争的資金等には研究機関に交付されるものと個々の研究者の研究遂行のためのものがあるが、

個人への補助の性格を有するものであっても、その原資が国民の税金である以上、国民の信頼に応えるため、

競争的資金等の管理は研究機関の責任において行うべきである、というこれまでの原則を一層徹底すること

が適当である。 
 第 2 に、競争的資金の管理を委ねられた機関の責任者は、研究費の不正な使用が行われる可能性が常にあ

るという前提の下で、不正を誘発する要因を除去し、抑止機能のあるような環境・体制の構築を図らなくて

はならない。 
 研究機関は、その性格や規模において極めて多様であり、管理の具体的な方法について一律の基準を強制

することはかえって実務上の非効率を招き、研究機関の研究遂行能力を低下させる危険性が高い。本ガイド

ラインは、大綱的性格のものであって、具体的にどのような制度を構築するかは、個々の研究機関の判断に

委ねられている。各研究機関において、組織の長の責任とリーダーシップの下、構成員である研究者と事務

職員が自律的に関与して、留意事項を参照しつつ、それぞれの研究機関にふさわしい、より現実的で実効性

のある制度を構築することが求められる。 
 なお、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構から競争的資金等の配分を受ける限り、企業、

財団法人、NPO、外国の研究機関等も本ガイドラインの適用対象となる。ただし、小規模な企業、財団法人

又は NPO、あるいは我が国の原則を強制することが無理な外国の研究機関等、ガイドラインに掲げたすべ

ての項目を実施することが困難な団体については、資金配分機関においてチェックを強化するなどの措置に

よって代替することを検討する必要がある。また、企業等において、会社法に基づく内部統制システムの整

備の一環等として、規程等がすでに設けられている場合はこれを準用することを可能とする。 
 また、別添 2 として幾つかの実施事項の例を挙げているが、これらは多様であり得る制度構想の選択肢の

一部として参考までに挙げているものであり、各研究機関がこの例の通りに実施することを求めるものでは

ない。なお、本ガイドライン自体も、今後の運用を通じて、研究機関の実態により即した、より現実的かつ

実効性のあるものになるよう見直しを行っていくことが必要である。 
第 1 節機関内の責任体系の明確化 
 
競争的資金等の運営・管理を適正に行うためには、運営・管理に関わる者の責任と権限の体系を明確化し、

機関内外に公表することが必要である。 
 
（全機関に実施を要請する事項） 
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機関全体を統括し、競争的資金等の運営・管理について最終責任を負う者（以下、「最高管理責任者」という。）

を定め、その職名を公開する。最高管理責任者は、原則として、機関の長が当たるものとする。 
最高管理責任者を補佐し、競争的資金等の運営・管理について機関全体を統括する実質的な責任と権限を持

つ者（以下、「統括管理責任者」という。）を定め、その職名を公開する。 
機関内の各部局等（例えば、大学の学部、附属の研究所等、一定の独立した事務機能を備えた組織）におけ

る競争的資金等の運営・管理について実質的な責任と権限を持つ者（以下、「部局責任者」という。）を定め、

その職名を公開する。 
最高管理責任者は、統括管理責任者及び部局責任者が責任を持って競争的資金等の運営・管理が行えるよう、

適切にリーダーシップを発揮しなければならない。 
 
（実施上の留意事項） 
各機関において適当と判断する場合は、部局等単位で責任の範囲を区分したり、対象となる資金制度によっ

て責任の範囲を区分することができる。その場合は責任の範囲があいまいにならないよう、より明確に規定

する。 
 
 
第 2 節適正な運営・管理の基盤となる環境の整備 
最高管理責任者は、研究費の不正な使用（以下、「不正」という。）が行われる可能性が常にあるという前提

の下で、不正を誘発する要因を除去し、十分な抑止機能を備えた環境・体制の構築を図らなくてはならない。 
 
（1）ルールの明確化・統一化 
（全機関に実施を要請する事項） 
競争的資金等に係る事務処理手続きに関するルールについて、以下の観点から見直しを行い、明確かつ統一

的な運用を図る。 
 
すべての研究者及び事務職員にとって分かりやすいようにルールを明確に定め、ルールと運用の実態が乖離

していないか、適切なチェック体制が保持できるか等の観点から常に見直しを行う。 
機関としてルールの統一を図る。ただし、研究分野の特性の違い等、合理的な理由がある場合には、機関全

体として検討の上、複数の類型を設けることも可能とする。また、ルールの解釈についても部局間で統一的

運用を図る。 
ルールの全体像を体系化し、すべての研究者及び事務職員に分かりやすい形で周知する。 
事務処理手続きに関する機関内外からの相談を受け付ける窓口を設置し、効率的な研究遂行を適切に支援す

る仕組みを設ける。 
 
（実施上の留意事項） 
機関内ルールの策定に当たっては、慣例にとらわれることなく、実態を踏まえ業務が最も効率的かつ公正に

遂行できるものとする。 
ルールの例外的な処理は、ルールと実態の乖離を招く恐れが強いことから、極力これを認めない。やむをえ

ず認める必要がある場合については、例外処理の指針を定め、手続きを明確化して行うものとする。また、

例外的処理を認めたケースについて先例集を作成して周知させるなど、実務が放恣に流れないよう最大限の

努力を惜しんではならない。 
 
（2）職務権限の明確化 
（全機関に実施を要請する事項） 
競争的資金等の事務処理に関する研究者と事務職員の権限と責任について、機関内で合意を形成し、明確に

定めて理解を共有する。 
業務の分担の実態と職務分掌規程の間に乖離が生じないよう適切な職務分掌を定める。 
各段階の関係者の職務権限を明確化する。 
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職務権限に応じた明確な決裁手続きを定める。 
 
（実施上の留意事項） 
不正を防止するためには、適切なチェックが必要であることについて研究者の理解を促進し、現場でのチェ

ックが適切に行われる体制を構築することが重要である。 
業務の実態が変化しているにもかかわらず、職務分掌規程等が改定されないまま実態と乖離して空文化し、

責任の所在があいまいになっていないかという観点から必要に応じ適切に見直す。 
決裁が形式的なものでなく責任の所在を反映した実効性のあるものとなるよう、決裁手続きを簡素化する。

その際、決裁者の責任を明確にするためにも、決裁者の人数を少人数に絞ることが望ましい。 
 
（3）関係者の意識向上 
（全機関に実施を要請する事項） 
研究者個人の発意で提案され採択された研究課題であっても、研究費は公的資金によるものであり、機関に

よる管理が必要であるという原則とその精神を研究者に浸透させる。 
事務職員は専門的能力をもって公的資金の適正な執行を確保しつつ、効率的な研究遂行を目指した事務を担

う立場にあるとの認識を機関内に浸透させる。 
研究者及び事務職員の行動規範を策定する。 
 
（実施上の留意事項） 
不正の発生の背景には個人のモラルの問題だけでなく、組織による取り組みの不十分さという問題があると

いう認識を徹底させる。 
不正発生を根絶するには、研究者、研究者コミュニティの自己決定によるルールと体制作りが前提であり、

それに従うことが研究者倫理であるという意識を浸透させる。 
不正の問題は、機関全体、さらには広く研究活動に携わるすべての者に深刻な影響を及ぼすものであること

を、研究者は十分に認識しなければならない。 
事務職員は、研究活動の特性を十分理解する。 
事務職員は、研究を行う上で必要な事柄については、ルールに照らし実現可能であるか柔軟に検討するとと

もに、検討結果につきできるだけ早く研究者に適切な説明を行うことが求められる。なお、柔軟な検討につ

いては、本節（1）に述べたことに充分留意することが必要である。 
部局責任者等、研究現場における組織風土の形成に直接責任のある者は、会議等の運営に当たり、研究者と

事務職員の相互理解を促進させるよう配慮する。 
事務職員のキャリアパスが、専門性を高められるものとなるよう配慮する。また、機関として専門性の高い

人材の育成に取り組む。 
行動規範の内容は、研究者や事務職員の問題意識を反映させたものとする。研究者や事務職員の意識向上の

ため、現場で問題となりうる具体的な事項や実務上必要な内容を優先順位を付けて記載し、個々の事象への

対応ではなく、機関の職員としての取り組みの指針を明記するものとする。 
 
 
（4）調査及び懲戒に関する規程の整備及び運用の透明化 
（全機関に実施を要請する事項） 
不正に係る調査の手続き等を明確に示した規程等を定める。 
不正に係る調査に関する規程等の運用については、公正であり、かつ透明性の高い仕組みを構築する。 
懲戒の種類及びその適用に必要な手続き等を明確に示した規程等を定める。 
 
（実施上の留意事項） 
不正に関する調査や懲戒に関する規程等については、不公平な取扱いがなされたり、その疑いを抱かれたり

することのないように、明確な規程とするとともに適用手続きの透明性を確保する。 
懲戒規程等は、不正の背景、動機等を総合的に判断し、悪質性に応じて処分がなされるよう、適切に整備す

る。 



 49

調査の結果、不正が確認された場合は事案を公表する。また公表に関する手続きを予め定める。 
 
 
第 3 節不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定・実施 
不正を発生させる要因を把握し、具体的な不正防止対応計画を策定・実施することにより、関係者の自主的

な取り組みを喚起し、不正の発生を防止することが必要である。 
 
（1）不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定 
（全機関に実施を要請する事項） 
不正を発生させる要因がどこにどのような形であるのか、機関全体の状況を体系的に整理し評価する。 
不正を発生させる要因に対応する具体的な不正防止計画を策定する。 
 
（実施上の留意事項） 
①不正を発生させる要因の把握に当たっては、一般的に以下のような点に注意が必要である。 
（ア）ルールと実態が乖離していないか。 
（イ）決裁手続きが複雑で責任の所在が不明確になっていないか。 
（ウ）取引に対するチェックが不十分になっていないか。例えば、研究者と事務職員の間の意思疎通が円滑

でないことなどにより、事務職員から研究者に取引状況の確認が行いにくい状況がないか。又は、研究者と

取引業者の間が密接になり過ぎており、チェックがかけにくい状況になっていないか。 
（エ）予算執行が特定の時期に偏っていないか。 
（オ）過去に業者に対する未払い問題が生じていないか。 
（カ）競争的資金等が集中している部局・研究室はないか。 
（キ）非常勤雇用者の管理が研究室まかせになっていないか。 
②不正には複数の要因が関わる可能性があることに留意する。 
③具体的な要因を把握するに当たっては、組織全体の幅広い関係者の協力を求め、実際に不正が発生する危

険性が常にどこにでもあることを認識させ、自発的な改善の取り組みを促す。 
④不正を発生させる要因に対する不正防止計画は、優先的に取り組むべき事項を中心に、明確なものとする

とともに、定期的に見直しを行うことが必要である。 
⑤不正防止計画の策定に当たっては、経理的な側面のみならず、ルール違反防止のためのシステムや業務の

有効性、効率性といった側面についても検討する。 
⑥不正防止計画への取り組みに部局等によるばらつきが生じないよう機関全体の観点からのモニタリングを

行う。 
 
（2）不正防止計画の実施 
（全機関に実施を要請する事項） 
研究機関全体の観点から不正防止計画の推進を担当する者又は部署（以下、「防止計画推進部署」という。）

を置く。 
最高管理責任者が率先して対応することを機関内外に表明するとともに、自ら不正防止計画の進捗管理に努

めるものとする。 
 
（実施上の留意事項） 
防止計画推進部署は、最高管理責任者の直属として設置するなどにより、機関全体を取りまとめることがで

きるものとする。なお、機関の規模によっては既存の部署を充て、又は既存の部署の職員が兼務することと

しても差し支えない。 
防止計画推進部署には、研究経験を有する者も含むことが望ましい。 
防止計画推進部署は機関の内部監査部門とは別に設置し、密接な連絡を保ちつつも内部監査部門からのチェ

ックが働くようにすることが望ましい。 
不正防止計画の着実な実施は、最高管理責任者の責任であり、実際に不正が発生した場合には、最高管理責

任者の対応が問われることとなる。 



 50

部局等は、機関全体で不正が生じにくいように、防止計画推進部署と協力しつつ、主体的に不正防止計画を

実施する。 
 
 
第 4 節研究費の適正な運営・管理活動 
第 3 節で策定した不正防止計画を踏まえ、適正な予算執行を行う。業者との癒着の発生を防止するとともに、

不正につながりうる問題が捉えられるよう、他者からの実効性のあるチェックが効くシステムを作って管理

することが必要である。 
 
（全機関に実施を要請する事項） 
予算の執行状況を検証し、実態と合ったものになっているか確認する。予算執行が当初計画に比較して著し

く遅れている場合は、研究計画の遂行に問題がないか確認し、問題があれば改善策を講じる。 
発注段階で支出財源の特定を行い、予算執行の状況を遅滞なく把握できるようにする。 
不正な取引は研究者と業者の関係が緊密な状況で発生しがちであることにかんがみ、癒着を防止する対策を

講じる。 
発注・検収業務について当事者以外によるチェックが有効に機能するシステムを構築・運営する。 
納品検収及び非常勤雇用者の勤務状況確認等の研究費管理体制の整備について、機関の取り組み方針として

明確に定める。 
不正な取引に関与した業者への取引停止等の処分方針を機関として定める。 
研究者の出張計画の実行状況等を部局等の事務で把握できる体制とする。 
 
（実施上の留意事項） 
予算執行が年度末に集中するような場合は、執行に何らかの問題がある可能性があることに留意し、事務職

員は必要に応じて研究者に対して執行の遅れの理由を確認するとともに必要な場合は改善を求める。 
物品調達に係るチェックシステムは、不正の防止と研究の円滑かつ効率的な遂行を両立させるよう配慮し、

調達業務全体の枠組みの中で検討する。 
書面によるチェックを行う場合であっても、形式的な書類の照合ではなく、業務の実態を把握するように実

施する。 
発注業務を柔軟にすることを目的として一定金額以下のものについて研究者による直接の発注を認める場合

であっても、従来の慣行に関わらず、発注の記録方法や発注可能な金額の範囲等について、機関として可能

な限り統一を図る。 
納品伝票は納品された現物と照合した上で保存し、後日の検証を受けられるようにする。 
物品調達について事務部門による検収を実施することが実務上困難な場合においても、発注者の影響を排除

した実質的なチェックが行われるようにしなければならない。 
研究費の執行が当初計画より遅れる場合等においては、繰越明許制度の積極的活用等、ルールそのものが内

蔵する弾力性を利用した対応を行う。 
 
 
第 5 節情報の伝達を確保する体制の確立 
ルールに関する理解を機関内の関係者に浸透させること、機関の内外からの情報が適切に伝達される体制を

構築することが、競争的資金等の運営・管理を適切に行うための重要な前提条件となる。 
（全機関に実施を要請する事項） 
競争的資金等の使用に関するルール等について、機関内外からの相談を受け付ける窓口を設置する。 
機関内外からの通報（告発）の窓口を設置する。 
不正に係る情報が、最高管理責任者に適切に伝わる体制を構築する。 
研究者及び事務職員が機関の定めている行動規範や競争的資金等のルールをどの程度理解しているか確認す

る。 
競争的資金等の不正への取り組みに関する機関の方針及び意思決定手続きを外部に公表する。 
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（実施上の留意事項） 
機関内部及び取引業者等、外部からの通報の取扱いに関し、通報者の保護を徹底するとともに、保護の内容

を通報者に周知する。 
誹謗中傷等から被告発者を保護する方策を講じる。 
顕名による通報の場合、原則として、受け付けた通報に基づき実施する措置の内容を、通報者に通知する。 
機関内外からの相談窓口及び通報窓口の仕組みについて、ホームページ等で積極的に公表する。 
行動規範や競争的資金等のルールの理解度の調査においては、ルールの形骸化やルールを遵守できない事情

等がないか把握するよう努め、問題点が発見された場合には、最高管理責任者のリーダーシップの下、適切

な組織（コンプライアンス室、監査室等）が問題の解決に当たる。 
民間企業等において、企業活動上、社内規程等を外部に公表することが困難な場合は、資金配分機関への報

告をもって公表に代えることができる。 
 
 
第 6 節モニタリングの在り方 
不正の発生の可能性を最小にすることを目指し、機関全体の視点から実効性のあるモニタリング体制を整備

することが重要である。 
（全機関に実施を要請する事項） 
競争的資金等の適正な管理のため、機関全体の視点からモニタリング及び監査制度を整備する。 
内部監査部門は、会計書類の形式的要件等の財務情報に対するチェックのほか、体制の不備の検証も行う。 
内部監査部門は第 3 節（2）の防止計画推進部署との連携を強化し、不正発生要因に応じた内部監査を実施

する。 
内部監査部門を最高管理責任者の直轄的な組織として位置付け、必要な権限を付与する。 
内部監査部門と監事及び会計監査人との連携を強化する。 
 
（実施上の留意事項） 
内部監査部門を強化するため、高い専門性を備え、機関の運営を全体的な視点から考察できる人材を配置す

る。 
内部監査は、機関全体のモニタリングが有効に機能する体制となっているか否かを確認・検証するなど、機

関全体の見地に立った検証機能を果たすことが重要である。調達業務を例にとると、発注・検収・支払いの

現場におけるチェック及び防止計画推進部署によるそれらのモニタリングがともに機能しているか否かを内

部監査により確認する。また内部監査には、ルールそのものにも改善すべきことがないか検証することが期

待されている。 
監事及び会計監査人と内部監査部門が、それぞれの意見形成に相互に影響を及ぼすことを避けつつ、機関内

の不正発生要因や監査の重点項目について情報や意見の交換を行い、効率的・効果的かつ多角的な監査を実

施できるようにする。 
内部監査部門は、コンプライアンス委員会や外部からの相談窓口等、機関内のあらゆる組織と連携し、監査

の効果を発揮できるようにする。 
内部監査の実施に当たっては、把握された不正発生要因に応じて、監査計画を随時見直し効率化・適正化を

図る。 
 
 
第 7 節ＮＥＤＯによる研究機関に対するモニタリング、指導及び是正措置の在り方 
 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構する資金配分機関である（以下、「ＮＥＤＯ」という。）

は、研究機関が第 1 節から第 6 節に記載した課題を実施する状況について、次のように確認、評価及び対応

を行う必要がある。 
（1）ＮＥＤＯは、資金配分先の研究機関においても研究費が適切に使用・管理されるよう所要の対応を行

う責務を負っている。ＮＥＤＯは、研究機関における管理体制について、ガイドラインを示すとともに、実

施状況を把握し、所要の改善を促す役割を果たすことが必要である。 
（ＮＥＤＯが実施すべき事項） 
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有識者による検討の場を設け、ガイドラインの実施等に関してフォローアップするとともに、必要に応じて

ガイドラインの見直し等を行う。 
ＮＥＤＯは、研究機関側の自発的な対応を促す形で指導等を行う。管理体制の改善に向けた指導や是正措置

については、緊急の措置が必要な場合等を除き、研究活動の遂行に及ぼす影響を勘案した上で、段階的に実

施する。 
 
（実施上の留意事項） 
従来も資金配分機関により額の確定現地調査やその他の確認が個別の競争的資金等で行われている。ＮＥＤ

Ｏはそれらの手段を有効に組み合わせて、研究者及び研究機関の負担を可能な限り増やさずに効率的・効果

的な検証を行うべきである。 
研究機関が不正を抑止するために合理的に見て十分な体制整備を図っている場合には、ＮＥＤＯは、構成員

個人による意図的かつ計画的な不正が発生したことをもって、直ちに機関の責任を問うべきではない。 
研究機関の問題は、個別の部局にある場合もあるが、部局も含めた体制整備の責任は、機関の長にある。し

たがって、体制整備の問題に関する評価、及び評価結果に基づき行われる是正措置の対象は原則として機関

全体とする。 
 
（2）具体的な進め方 
（ＮＥＤＯや研究機関が実施すべき事項） 
研究機関は、ガイドラインに基づく体制整備等の実施状況について、年に 1 回程度、書面による報告をＮＥ

ＤＯに提出する。 
ＮＥＤＯは、の報告書を基にガイドラインの「全機関に実施を要請する事項」の内容との整合性について確

認を行う。なお、ＮＥＤＯは、確認に当たり必要に応じて資金配分機関と協議する。 

ＮＥＤＯは、 の報告書に基づく確認以外に、資金配分額の多い機関を中心にサンプリング等により対象を

選定して現地調査を行い、体制整備等の実態把握を行う。 
ＮＥＤＯは、の確認やの調査の結果、機関の体制整備等の状況について問題を認める場合には、当該機関に

対して問題点を指摘するとともに、問題点の事例を機関名を伏して各機関に通知し、注意を促す。 
問題を指摘された機関は、指摘された問題点についてＮＥＤＯと協議の上、改善計画を作成し、同計画を実

施する。 
ＮＥＤＯは、改善計画を履行していないなど、体制整備等の問題が解消されないと判断する場合、有識者に

よる検討の結果を踏まえて、当該機関に対して必要に応じて次のような是正措置を講じる。なお、是正措置

の検討に当たっては、機関からの弁明の機会を設けるものとする。 
（ア）管理条件の付与 
 管理強化措置等を講じることを資金交付継続の条件として課す。 
（イ）機関名の公表 
 体制整備等が不十分であることを公表する。 
 
（ウ）一部経費の制限 
 間接経費の削減等、交付する経費を一部減額する。 
（エ）配分の停止 
当該機関及び当該機関に所属する研究者に対する資金の配分を一定期間停止する。 
⑥の是正措置は、改善の確認をもって解除する。 
 
 
（実施上の留意事項） 
改善項目の指摘に関する判断基準（チェックリスト）を、対象となる機関の多様性を踏まえつつ作成し、公

表しておく。 
機関はガイドラインに基づく体制整備等に速やかに着手し、実現可能なものから実施に移した上で、平成 20
年度の競争的資金等に係る申請時点から取り組み状況について報告を提出する。 
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評価、改善指導や是正措置は基本的に機関全体に対して行われるべきであるが、具体的な問題点を把握する

ため、いくつかの部局を選び、現地調査を実施し、機関全体の体制整備等の状況について評価する際の判断

材料とする。 
不正事案が発生した場合、ＮＥＤＯは、当該機関から追加の情報提供を求め、現地調査を実施するなどによ

り、不正に関与した者の責任とは別に、体制整備等の問題について調査を行い、その結果に基づき、上記⑤

から⑦までの対応を行う。 
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書類提出先・問い合わせ先 

 
〒212－8554 神奈川県川崎市幸区大宮町１３１０番 ミューザ川崎 セントラルタワー２０階 
        
 独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ） 
  研究開発推進部 若手研究グラントグループ 
         
（電話：044-520-5174／FAX：044-520-5178） 
 受付時間：月曜日～金曜日（祝祭日を除く）午前 10:00～12:00 午後 14:00～17:00 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


